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日本育療学会第18回学術集会（上越大会）報告

第18回日本育療学会学術集会が、平成26年8月30日（土)、31日（日）に新潟県上越市にて

開催されました｡、記念講演、パネルディスカッションに加え口頭演題、ポスター発表が行

なわれ、参加者は111名となりました。

日本育療学会第18回学術集会（上越大会）会計報告書

【収入の部】

1．収入明細

運営費

準備費

宿泊・懇親会・弁当代・参加費（振込分）

宿泊・懇親会・弁当代・参加費（当日受取分）

書籍販売費

雑収入

100，000

500，000

1，056，020

184，300

5，000

5，078

収入額 合計 1,850,398

【支出の部】

2．支出明細

講師交通費（宿泊費）

抄録印刷費

ホテル利用料

ボランティア費用（バリアフリー費用）

その他雑費

175，000

152，290

1，117，964

10，040

986

1 ，456，280

500，000

1，956，280

－119，381

準備費返却

支出額

差引額

(文責笠原芳隆）
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鬮第18回記念講演

病弱教育における個に応じた指導

一チームカを生かした個別の指導計画の作成と活用一

上越教育大学大学院笠原芳隆

病弱児は、病気による苦痛体験や家庭を離れて

の入院による非日常的な体験、通院や治療の繰り

返しによる体験等により、心理的なストレスの増

大、消極的な自己形成、人間関係上の不適応、自

己肯定感の低下等さまざまな困難を抱える。

特別支援教育においては、障害のある子どもた

ちの抱える困難の改善･克服を目指した「自立活

動｣という領域が教育課程に位置づけられている。

病弱児を対象とした病弱教育においても、一人一

人の子どもたちが抱える病気による困難を、教育

的な立場で改善･克服するために、 自立活動の指

導を充実させることは必要不可欠である。

自立活動を通して一人一人異なる困難に対応し

ていくために、個別の指導計画をそのツールとし

て作成し、活用することが必要である。作成手順

として①実態把握と実態解釈、②自立活動の課題

(目標）の設定と構造化、③自立活動の課題を生

かした各教科等の個別指導目標の設定等が挙げら

れる。それを受けて④単元や題材ごとの授業目標

を設定して実際に授業を実施する。そして⑤その

結果を評価し、⑥次の個別指導目標等にフィード

バックする。④～⑥は個別の指導計画の活用であ

る。

実態把握の方法としては、担任や教科担任等の

行動観察、医療･福祉関係者、保護者、前籍校担

任等からの情報収集、知能検査をはじめとする各

種検査の実施等がある。自立活動の課題(目標)は、

実態解釈に基づき、 1年先を見据えた長期的な

｢中心課題｣、中心課題達成のための短期的で具体

的な「基礎課題｣、 3年ほど先（卒業時等）を見

据えた「発展課題」を設定するなど構造化するこ

とで、 より成果を上げることができると考える。

また、個別の指導計画は担任や担当が一人で作成

するのではなく、その子に関わる「ひと」がチー

ムを組んで作成することでその精度が高まると考

えられる。指導計画を立案する時点ですでにチー

ム･ティーチングは始まっていると言える。

自立活動は教育活動全体を通じて実施すること

になっている。例えば筋緊張があって自筆での書

字が困難で、発音も不明瞭な子どもの場合、自分

の考えを確実に相手に伝えるため、自立活動の時

間に適切なVOCAを用いて表現できるよう練習

し、それを生かして国語の時間に課題図書読後感

想文を作成し、発表する活動を取り入れる。前者

は自立活動の学習そのものであり、後者は自立活

動を生かした国語という教科の学習である。結果

として自立活動は教育活動全体にかかわることに

なる。

個別の指導計画やそれを生かした学習指導案に

基づいて授業を実施したら、自立活動の課題や各

教科等の個別目標が達成できたか、チームで具体

的に評価する。評価結果、 とくに達成できた点に

ついては、指導計画の修正や次の授業の設計に生

かすだけでなく、子ども自身にフィードバックす

ることが重要である。 このことによって子どもの

自己肯定感が向上するであろうことは想像に難く

ない。

最後にまとめである。病弱児に自立活動を実施

する場合、 まずは子どもの実態を的確に把握す

る。その際、病気による困難だけでなく、持てる

能力も把握することが重要である。また子ども自

身の実態だけでなく、在宅か入院による療養か、

それぞれの環境の中で何ができそうか等、子ども

を取り巻く生活環境の情報も収集することが有用

であろう。続いて実態把握とその解釈に基づき、

個別の課題（目標）をできるだけ具体的に、評価

規準・基準を考えながら設定する。そして目標達

成に必要な指導･支援の方法を学ぶことも大切で

ある。何より個別の指導計画をツールに、その子

どもにかかわる「人」がチームで指導･支援する

ことが重要で、そのために子どもの情報を関係者

が共有しながら進めることを改めて提案する。
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露第18回パネルディスカッションまとめ

肢体不自由のある病気の子どもの卒後を見据えた教育とは

パネリスト 宮城県立西多賀支援学校齋藤江美

国立病院機構青森病院小関 敦

国立病院機構青森病院山本典子

日本筋ジストロフィ－協会櫻井 理

ナディアの会宮腰一樹

上越教育大学八島 猛

上越教育大学笠原芳隆

コーディネータ・司会

コーディネータ・助言

I パネル・ディスカッションの主旨

上越教育大学八島 猛

特別支援教育においては、個々の将来的なニー

ズを想定しながら、一貫した教育を行うことが求

められている。したがって教育関係者は、対象と

なる子どもたちの卒業後の生活実態に関する情報

が必要である。今回焦点を当てる肢体不自由のあ

る病気の子どもたちの特性として、治療管理や生

活規制があることはもとより、移動・運動面にも

困難さがあることが推測される。 このことは、卒

後における余暇活動や就労など、社会参加を少な

からず制約しているものと思われる。しかしなが

ら、筋ジストロフィ－や脳性麻揮のある方々の卒

後の生活、特に在宅生活の実態に関する報告は少

なく (Rahbek,Welge,Madsen,Marqualdt,Steffensen,

&Jeppesen,2005;多田羅勝義･福永秀敏･川井充，

2006)、当事者や保護者が感じている体験として

の困難さや制約について、教育関係者が具体的な

情報を得る機会はほとんどない。また、当事者や

保護者の中には、そうした困難さや制約を克服す

るための手立てがあるものも多いと思われるが、

そうした貴重な体験に基づく情報を得る機会も少

ない。

そこで、今回のパネル・ディスカッションは、

第1に当事者から在宅生活の実態に関する情報を

得る機会とした。第2に当事者、そして教育、医

療、福祉の分野で尽力している支援者から、それ

ぞれの立場で話題を提供してもらい、それに基づ

いて学齢期における肢体不自由のある病気の子ど

もたちに対する支援内容・方法について検討する

ことを目的とした。

Ⅱ教育の立場から

宮城県立西多賀支援学校教諭齋藤江美

くはじめに＞本校高等部の進路指導では、年に

2回進路体験週間（各1週間程度）を設け、卒業

後の自立した生活を目指した体験学習を行ってい

る。その中の1つ、障害者が中心となって支援事

業を行っている自立生活センターでの体験がきっ

かけとなり、外部機関や病院の医療福祉相談室等

と繋がり、結果、病棟で療養介護を受けながら月

2回の就労をすることが可能となった生徒につい

て紹介する。

＜支援目標の設定と支援の概要＞対象者は特別

支援学校（病弱）に在籍している高等部3年生の

筋ジストロフィ－(ディシェンヌ型)の生徒であっ

た。 日常生活の観察および生育歴の情報収集に基

づき、対象者に対する支援目標をコミュニケー

ション能力の向上と社会生活に必要とされる知識

の獲得とした。また、行動観察の結果から、やり

たいことがある場合でもそれに対して消極的な様

子が見られたため、 日常生活において小さな「で

きる」経験を蓄積すること、すなわち成功経験を

充足させる支援を通して、 自己肯定感を高めるこ
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とを支援目標とした。対象者にとって必要となる

コミュニケーション能力と社会生活に必要とされ

る知識については、個別の支援計画およびICF関

連図を基に検討を重ねた。進路指導の授業では、

卒業生から就労および生活体験を聞く機会を提供

した。また、自立生活センターにて社会参加のた

めの体験活動を実施した。放課後活動として、病

院スタッフとの連携のもとに広告作成業務の就労

体験を提供した。また、在宅就労中の同じ疾患の

ある卒業生との交流の機会を提供した。

＜結果と考察＞支援の結果、卒業後は入院生活

を継続しつつ2回/月の頻度で仕事を継続して

行っている。就労によって収入を得る歓びや社会

貢献に対する自信が得られ、対象者の日常生活に

おける行動は以前と比較して全般的に積極的に

なってきた。また対象者の就労の様子を観察して

いる生徒から「卒業後は仕事がしたい」 という発

言がみられた。このことは、今回行われた支援が、

在学中の生徒における就労意識を肯定的に変化さ

せる効果があったことを示している。今後は、病

棟で生活する利点（医療面のサポート、情報の共

有、モデルの提示等）を生かした指導のあり方、

対象者の病気の理解、障害の理解の程度を把握す

る方法および生徒自身の自己実現に対する支援方

法について検討する必要があると考えられた。

するのが生きる力の教育であり、私はそれを他者

と接続する力なのではないかと考えている。今回

のパネル・ディスカッションでは他者と接続する

力について、①国立病院機構における日常生活で

の他者との接続、および②元国立病院機構入院者

(大山良子）が在宅生活に移行したときの他者と

の接続、以上の2つの視点から考えてみたい。

＜①国立病院機構における日常生活での他者との

接続＞国立病院機構は長期療養型の入院施設で

あり、E.ゴッフマンがいう、閉鎖的で形式的に管

理された「全制的施設」の性格を帯びる。そのた

め、病棟内でのコミュニケーション（人間関係）

は、職員の持つ属性、つまり、医師であるか、看

護師であるか、児童指導員であるかによって定式

化されている。 「何を聞かれたら、何と答えたら

よい」 というスクリプトが初めから決まっている

のである。加えて、Mバフチンがいうように病

院職員の声というのは「権威的なことば」 として

捉えられる。そのため、病棟生活での他者との接

続は「受容と承認」 という一義的に聞く行為から

成り立つことが多い。つまり聞く行為の中に、応

答に必要な「思考の問い直し（内省)」が少ない

状況といえる。私達、児童指導員はそのことを前

提とし、豊かな応答を引き出すようなコミュニ

ケートが必要と考えている。

＜②元国立病院機構入院者（大山良子）が在宅生

活に移行したときの他者との接続＞大山さん

は、30年間、国立病院機構に入院しその後在宅生

活に移行した方である。 「おうちにかえろう」 （大

山、2013） という手記をみると、彼女は在宅生活

のなかで、 「社会的役割がないこと」 また「人の

話を聞くことしかできないこと」に悩んでいた。

しかし彼女は友人達の話を「色んなことを思って

生きているのだなと本を読む感覚」で聞くことが

できた。彼女は在宅生活で悩むが、考え方を逆立

ちさせれば、彼女は「聞くという社会的役割」を

果たしていたといえる。つまり、彼女はいろいろ

な人の声を「聞くこと」で他者と接続していたと

いえよう。大山さんにとっての「聞くこと」は、

病院のように受容と承認から成るものでなく、相

手の声を｢問い直し｣をもって受容するものであっ

Ⅲ福祉の立場から

国立病院機構青森病院小関 敦

くはじめに＞私は、国立病院機構で児童指導員

として勤務し、筋ジストロフィ－児および重症心

身障害児に対して日常生活全般に関わる支援を日

頃より行っている。そのなかで、 「肢体不自由の

ある病気の子どもの卒後を見据えた教育とは」 と

いうテーマの回答を求められれば、 「生きる力を

教えること」である、 と答える。病院（または学

校） という狭い社会から包括社会へ移ったとき、

まずは包括社会のなかでどう生きていくかを考え

るだろう。私の経験から、障害児が包括社会に出

るとき、 「壁」が存在する。その壁の名前は資本

主義に内在する「効率性」や「競争」 と呼ばれる

ものかもしれない。その壁を乗り越えやすく支援
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分離が課題である｡学齢期は新しい環境への適応、

意思を伴う活動の実践、体力と精神力の鍛錬の時

期である。卒後の青年期は獲得した機能、能力の

維持、自主的な活動の実践、そして後期の母子分

離が必要となる。その中で、学齢期特有の課題を

もう少し詳しく見てみると、就学前期に比べて、

自分でやることの意味が増してくる時期であるこ

とから、親や周囲からの「自立」を促す時期とい

えよう。また学習に取り組むこと、思い切り体を

動かすことの両立が必要な時期でもある。肢体不

自由の子どもたちの場合には、 この時期に運動能

力、体力のピークを迎える子どもが多いため、学

習と運動とのバランスが重要である。そして、卒

後の「自立」にむけて、自己に向き合い現実的な

目標を設定する時期である。現実と向き合い､｢や

りたいこと」 と 「できること」を区別して、現実

との折り合いをつけながら目標を設定する時期と

考えられる。こうした課題を達成するために、私

たちは、特別支援学校と連携し、教諭によるリハ

ビリテーション場面の見学の機会の提供、医療情

報の提供、 リハビリテーションに関わる学習会の

開催を行ってきた。その中で、学校現場において

理学療法士のできることはたくさんあることに気

づくとともに、現状の医療体制下における理学療

法士による学校現場に対する支援の限界(時間的、

金銭的）も認識することができた。

＜当事者への期待＞障害のある子どもをもつ家

族にとって本当に必要なことは、自分たちの現状

を把握し、必要な情報を入手し、社会の中で利用

可能なものを自ら選択していけるようになること

と思われる。専門機関にアドバイスを求めること

も重要であるが最終的に自分にとって必要なもの

は当事者にしか知り得ないのではないだろうか。

自己選択・自己決定の力を獲得し、自分自身が納

得できる生き方ができることを願っている。疾患

や障害の有無にかかわらず、子どもを大切に思う

親の気持ちに変わりはない。学齢期において、私

たちはそうした「親の気持ち」を持ち続けられる

ような支援を継続的に行っていく必要がある。

た。その結果、近所（地域）のインフォーマルな

支援を受け、以後の在宅生活の足場作りができた

と考察される。ただ、 「問い直し（内省)」は、そ

の副産物として、 「落ち込み」 といった人生観の

崩壊をもたらすことがある。彼女の場合もそうで

ある。 しかし、私はこういった「落ち込み」は、

次の「観」や「信念」の形成のための「学びほぐ

し」の過程として避けては通れない重要な出来事

と考えている。

＜まとめ＞①および②より、肢体不自由児が他

者と接続する力は、まず、内省しつつ聞くことが

できる力が土壌に必要だと考えられる。病院のよ

うに狭い社会では、一義的に聞く行為で生活が成

り立つかも知れない。しかし包括社会に出るなら

ば、いろいろな人に対して状況に合った応答を求

められていくことになる。そのためには、大山さ

んのように問い直しをもって相手の声を受容する

ことが前提となるだろう。以上より、卒後におい

て私が考える生きる力とは、問い直し（内省）し

つつ聞くことによって他者と接続する力を萌芽と

するものである。そしてその力を教育で育んでい

くべきものと考える。包括社会で直面する「壁」

を悪しきものとして破壊し乗り越えるのではな

く、他者と接続し、他者の手助けを受けながら一

緒に壁を通り抜ける通路（出口）を探していくよ

うな技法が必要であると思う。

Ⅳ医療の立場から

上越地域医療センター病院山本典子

くはじめに＞上越市の地域医療を担う病院で理

学療法士として勤務しており、肢体不自由の子ど

もたちのリハビリテーションを担当している。当

院では生後間もない乳幼児期から高齢者まで、幅

広い年齢層を対象としているため、常に連続した

人生の中の「今」 という視点でリハビリテーショ

ンを考える必要性を感じている。今回は、学齢期

の発達段階における支援の在り方に焦点を当てて

意見を述べることとした。

＜学齢期特有の課題＞人生を連続体と捉え、各

時期における課題を概観すると、次のようであ

る。就学前期には生活習慣の安定化と初期の母子

－5－



育療

V当事者の立場から①

日本筋ジストロフィ－協会櫻井 理

くはじめに＞学齢期に育みたい力について、自

分の生活経験に基づき紹介する。学生時代を振り

返ると人間関係に恵まれ、周囲のサポートを受け

ながら、充実した毎日を過ごしていた。車いすに

乗って生活するようになってからも、積極的にさ

まざまなことに取り組んできた。卒業後もパソコ

ンを独学で学んだり、旅行やコンサートに出かけ

たりとアクティブに生活している。疾患の有無に

かかわらず、共に学び、ふれあい、成長できる環

境づくりを当事者と支援者との間で構築したい。

＜学齢期に育みたい力＞私が考える育みたい力

を3つ紹介する。第1にITを活用する力である。

将来的な社会参加につながる可能性があると考え

ているので、 しっかりとした支援体制と情報提供

が必要である。第2に、コミュニケーション力で

ある。円滑なコミュニケーションからすべてが始

まると思われるので、 この力を磨いていくことが

重要である。支援者には、できない理由を見つけ

るのではなく、どうやったら目標を実現できるか

という認識のもとに、共に考えるポジティブな支

援を行ってほしい。第3に、セルフコントロール

である。疾患のある者にとって自己管理は極めて

重要である。体調の不安定さは目標設定をも妨害

する。体調が不安定であると目標達成への努力を

継続できず、それがストレスになることから、目

標設定自体をあきらめるのである。個人の体調維

持には個々によって異なる方法があると思う。私

の場合は就寝前の排疲であった。 この方法を見出

すにあたり、家族の全面的な協力があった。現在

でも家族とともに日頃から体調を維持する方法を

工夫している。体調の自己管理には体調チェック

リストを作成し毎日記録している。人生の目標を

持つことと体調管理には、循環関係があると思

う。体調を維持する方法を見出すと精神的にも安

定するし、 目標を設定することもできる。目標が

あれば体調管理にも積極的になり、さらに生活行

動をコントロールできるようになる。 このような

良い循環をつくることが重要であると考える。

＜今後の目標＞私は東日本大震災の経験に基づ

き、 これまで多くのリスクマネジメント講演会活

動を行い、その中で当事者間のネットワーク構築

の必要性を強く感じた。そこで在宅療養中の筋・

神経疾患の患者に交流の場を提供する団体「仙台

西多賀ENJOYLIFES'IXI､ION」を設立し、現在

は代表として活動している。今後も地域に根差し

た活動に取り組むとともに、情報発信も継続して

いきたい。全身が動かなくてもできることはたく

さんある｡できることをできる範囲で、自然体に、

人生を楽しむ姿勢を持ちながら、どんなことにも

チャレンジし、アクティブ＆アグレッシブに人生

を歩んでいきたい｡病気とともに、家族とともに、

仲間とともに、地域と共に生きることができる社

会を実現するために、 これからも活動していきた

い。

Ⅵ当事者の立場から②

ナディアの会宮腰一樹

くはじめに＞養護学校（現在の特別支援学校）

を卒業後、今回のシンポジウムのコーディネータ

である笠原先生と一緒に設立した余暇活動の会、

｢ナディアの会」の活動を紹介する。

＜ナディアの会の活動＞ 「ナディアの会」は会

員による会員のための余暇活動の会である。余暇

活動として、 これまでにいちご狩りやカラオケ大

会、バーベキュー、ボーリング大会など月に1度

の頻度で様々な活動を行ってきた。また、余暇活

動のみならず福祉施設の見学や障害のある人を雇

用している企業の見学、ジョブコーチを招いての

講演会の開催など、在宅で生活している障害のあ

る人のための卒後の学習会も開催してきた。活動

開始当初は、施設利用のための予約や見学先との

交渉はとても大変なことだと考えていた。それは、

｢ナデイアの会」の会員になるまで、他の人と交

渉するような経験が少なかったためであると思

う。特に、福祉バスの利用申請やボランティアの

手配のための交渉はとても苦痛だった。それでも

この会を継続して、 こうした経験を繰り返すうち

に、 「自分たちだけでもやればできる」 「運営する

ことができる」 という自信を持つことができた。

＜まとめと今後の課題＞ 「ナディアの会」の経
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コミュニケーションに基づく支援を行う必要性が

示唆された。櫻井氏が指摘しているように、支援

者には「できない理由を見つけるのではなく、ど

うやったら目標を実現できるかという認識のもと

に、共に考えるポジティブな支援」が求められて

いるといえよう。また、宮腰氏は「交渉｣、すな

わちコミュニケーションに対する苦手意識が存在

することと、そうした苦手意識は経験の蓄積に

よって低減される可能性を指摘した。これらのこ

とは、支援者である我々が意図せずに当事者のコ

ミュニケーションの機会を制約している可能性

と、コミュニケーションの改善における経験の重

要性に関する指摘であると考えられる。支援者は

当事者のコミュニケーションの実態に応じて、過

不足なく支援を行うとともに、コミュニケーショ

ンの機会を可能な限り保障する必要があると考え

られた。齋藤氏と山本氏の報告は、本シンポジウ

ムで検討された支援内容・方法を教育、医療の各

現場において実践する際のモデルを示す知見であ

るといえよう。

験により交渉に対する苦手意識が低減し、自分か

ら外出を楽しむことができるようになった。最近

では、自分で福祉車両を予約してスポーツ観戦を

楽しむようになった。今後もさまざまな良い経験

を重ねていきたい。ナディアの会では、現在、参

加者も増え、様々な障害がある全会員が楽しめる

活動について、いつもみんなで話し合いながら活

動内容を決めている。その一つとして、みんなで

飛行機旅行をすることを目標に、旅行資金の積み

立てをしている。こうした目標のために、大学の

学園祭に出店し、資金を得るための努力もしてい

る。一つの目標に向けて、会員全員が役割を分担

し、会員みんなが良い経験を重ね、それを自信に

つなげてほしいと思う。

Ⅶパネル・ディスカッションのまとめ

上越教育大学八島 猛・笠原芳隆

本パネル・ディスカッションの目的は、当事者

から卒後の生活実態に関する情報を得るととも

に、パネリストから提供された話題に則して、学

齢期における肢体不自由のある病気の子どもに対

する支援内容・方法について検討することであっ

た。

各パネリストの話題を概観すると、立場の違い

に関わらず、共通してコミュニケーションに関す

る内容が取り上げられていた。このことは、肢体

不自由のある病気の方々の自己実現や生活上の目

標達成において、他者との協働や他者からの支援

が少なからず必要であり、適切な協働や支援を得

るためには自分の意思を他者に適切に伝えるコ

ミュニケーションの力が必要であることを示唆し

ている。したがって、 こうした子どもたちを対象

とする学齢期における支援内容として、コミュニ

ケーションに注目することは極めて重要であると

いえる。

支援方法に関する内容として、小関氏は病院内

における人間関係を例にして「権威的なことば」

の存在を報告した。 「権威的なことば」の存在は

当事者の内省を制約し、自己実現の到達点や目標

をゆがめる可能性を孕んでいる。支援者はこうし

たリスクを認識したうえで、常日頃から双方向の

文献

大山良子（2013）おうちにかえろう．かんかん1看護師

のためのwebマガジン， 医学書院(http://igskankan.

Com/article/2013/10/000825/)

Rahbek, J.,Werge,B.,Madsen,A.,Marquardt, J.,

SteffEnsen,B.,&Jeppesen,J. (2005)． Adult lifewith

duchennemusculardystrophy:Observationsamongan

emergingandunfOreseenpatientpopulation.Pediatric

Rehabilitation,8(1), 17-28.

多田羅勝義・福永秀敏・川井充（2006）国立病院機構

における筋ジストロフィ－医療の現状．医療60(2)，

112－118．

－7－



鰯原著

特別支援学校における看護師と養護教諭の

医療的ケアの実態と連携
大分県立看護科学大学高野政 子

Abstract

Thisstudywasaimedtoclarifythecooperation, implementationofmedicalcare,and

recognitionoftherole, ofschoolnursesandnurseswhoworkinspecialneeds

educationschools・ Participantswere39nursesand30schoolnurseswhoworkin

specialneedseducationschools.Theexperienceofclinicalnurseswasinadultnursing

morethanchildhoodnursing,andtheywerepart-timeworkersabout6hoursorless.

Theconcerningoftherolesoftheschoolnurseandtheclinicalnurse, comparedto

theschoolnursesthenursegroupaloneconductedobservationandjudgmentrelated

activitiesduringtheimplementationofmedicalcare,andongoingmedicalcare・Onthe

otherhand, concerningthecontactbetweenteachersandparents,healthcare, and

itemsrelatedtoajustment, theschoolnursegroupmainlycarriedouttheseactivities.

AlthoughnurseswererequestedfOrspecializedknowledgeandtechnicalsupportfrom

teachersandschoolnurses, theyhadanxietyandconfUsion,becausetheydidn' thave

sufficientpediatricnursingexperience.

Keywords :specialneedsschool,medicalcare,nurse,schoolnurse

I・緒言

近年、在宅生活の理念の広がりや、医学・医療

技術の進歩等により、医療的ケアの必要な子ども

の在宅療養化が進み、地域の特別支援学校への就

学ニーズが高まりをみせ、医療的ケアを必要とす

る児童生徒は増加傾向にある1)。2004年10月20日

付で文部科学省から「盲・聾・養護学校における

たんの吸引等の取り扱いについて」通知が出さ

れ、特別支援学校への看護師配置が本格化され

た。2008年度の文部科学省特別支援学校医療的ケ

ア実施体制状況調査では、医療的ケアが必要な幼

児児童生徒数は6622名で、延べ15375件の医療的

ケアを必要としており、前年に比べ増加してい

る。対象児の通う学校数580校のうち看護師配置

校は393校、そこで働く看護師は893名である2)。

全国の教育体制整備についてみると、医療的ケア

の運営協議会の設置の有無や、医療的ケアに関わ

る教諭や看護師の研修が未実施の都道府県もある

ほか、医療的ケアの実施が「看護師のみの実施」

｢看護師と教諭の実施」など違いがある。全国の

都道府県や市により取り組みには格差がある。ま

た、看護師の配置を事業化している場合でも、｢非

常勤」や「委託」であり、固定した看護師が継続

的に関われていないことや、看護師の導入のため

に教諭配置を看護師に変更したことで、教諭と看

護師の間に雇用に関する問題が生じている。教育

現場に配置された看護師にとって、 これまで学校

保健の役割を担ってきた養護教諭との間の役割分

担の明確化が必要という指摘もある3)。先行文献

では、特別支援学校に勤務する看護師の活動状況

や意識についての研究報告は散見するのみであ

る。

本研究の目的は、特別支援学校に勤務する看護

師と養護教諭の医療的ケアの実施の実態と、看護

師と養護教諭それぞれがどのように役割を認識

し、 また連携しているのかを明らかにすることで
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ある。医療的ケアの実施における看護師と養護教

諭との連携の在り方、それぞれの専門性を発揮す

るための基礎資料とする。

年数、看護師免許の有無、医療的ケアの実施の有

無、実施件数、医療的ケアの実施人数） 7項目、

医療的ケアの研修について2項目、医療的ケアや

健康管理に関する役割23項目、看護師との連携に

ついての自由記述で合計33項目とした。医療的ケ

アや健康管理に関する役割の認識については､｢医

療的ケア必要児の特別支援学校での健康支援を巡

る役割に関する各職種の関与度5)」を用いた。各

質問に、 「常に行う」 「特別な場合に行う」 「あまり

行わない」 「行わない」の4段階のリッカート法

で回答を求め、 4点から1点の得点化した。

操作的定義

「医療的ケア」 とは、特別支援学校に在籍する

医療的な配慮が必要な特定の児童生徒に行う日常

的・応急的手当てのことをいう。具体的には、①

咽頭より手前の疾の吸引、②経管栄養、③自己導

尿の補助である4)。

Ⅱ、方法

調査期間および対象者

調査は、 2009年7月から9月末に実施した。調

査対象者は、2008年度文部科学省特別支援学校

医療的ケア実施体制状況看護師配置等報告書から

｢看護師配置方法が委託ではなく、常勤か非常勤

による」 という条件を満たす九州・沖縄・中国地

区で、文部科学省の特別支援教育に関する調査2）

で、看護師配置有と記載していた県の教育委員会

に直接電話で連絡をとり、看護師を配置している

特別支援学校を紹介して頂いた。各学校長宛に調

査の目的・概要などを説明した協力依頼文を郵送

した。承諾書が得られた7県、46校に特別支援学

校に勤務している看護師と養護教諭に各校2部ず

つと看護師を複数配置していた3校に3部追加し

合計95部を依頼文、質問紙と返信用封筒を郵送し

た。各自の郵送による返信を文書で依頼して回収

した。

統計的分析

データの分析では、対象者の属性を記述統計し

た後、看護師と養護教諭の医療的ケアや健康管理

に関する役割の認識については、看護師群と養護

教諭群の2群でt検定した。統計ソフトSPSS

venl7.0を用いた。有意水準は5%とした。

倫理的配慮

対象者には参加は自由意思であり、参加しなく

ても不利益を受けないこと、データは統計的処理

を行うので個人や地域、施設が特定されることは

ないこと、結果は学会及び学会誌等に公表したい

と考えているが、目的以外に使用することはない

こと、返信により承諾されたと考えることなどを

文書で説明した。本研究は、研究者が所属する大

学の研究倫理安全委員会の審査で承認を得た（承

認番号:368)。

調査方法および調査内容

調査は、先行研究を参考に独自に作成した無記

名の自記式質問紙法で実施した。調査内容は、看

護師には、属性（年齢、看護師の経験年数、小児

看護の経験年数、看護実践領域、勤務のきっか

け、勤務形態、勤務日数、勤務時間、担当学校

数、医療的ケア実施人数、処置件数、養護教諭と

の連携） 12項目、医療的ケアや健康管理に関する

役割23項目、養護教諭との連携についての自由記

述で合計36項目とした。養護教諭には、属性（年

齢、養護教諭の経験年数、特別支援学校での勤務

Ⅲ、結果

1．対象者の属性（表1）

今回の調査では7県、46校に看護師と養護教諭

に各校2部ずつと看護師を複数配置していた3校

に3部追加し合計95部を配布し、 69部（回収率

72.6％）の回答が得られた。回収したものは欠損

が集計上問題ないと判断し、すべてを有効回答と

した。対象者は、看護師が39名（56.5％)、養護

教諭が30名（43.5％）であった。勤務体制は、養

護教諭は全員常勤であったが、看護師は非常勤が

38名（97.4％）で、常勤は1名（2.6％）のみであっ

－9－
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表1 看護師と養護教諭の属性 表2看護師の勤務状況(n=39)

ロ ﾛ I

n ％
n ％ n ％

成人内科系

成人外科系
小児病棟
小児外来
療育施設
その他

６
３
５
６
６
６

２
２
１
１

28.3

25.0

16.3

6．5

6．5

17．4

鵜
勤常 ”

０
｜
川

100

0

36.7

97.4
■■■■■■■■■

5．1

兜
－
２ 看護経験

(複数回答）
31～40歳
41～50歳
51霞以上

３
４
９

１
１

33.3

35.9

23.1

４
８
７

13,3

26.7

23.3

年齢

[】 q：

功務時間の都合 13 33．3年
年
０
０
２
３
－
－
０
０
１
２

７
７

１ 43.6

18

５
８

16.7

26.7
経験年数

知人紹介

興味

自宅に近い

その他

不明

０
６
１
５
４

１ 25.6

15.4

2．6

12．8

10．3

きっかけ

0人
1～3人

4～5人

6人以上

０
０
７
２

１
１
１

0

25.6

43.6

30.8

３
５
１
１

２ 76.7

16.7

3．3

3．3

一日にケア
する対象児数

6時間 24 61．5

4時間

5時間
7時間

8時間
不明

合計 39 100 30 100 ７
３
３
１
１

18．0

7．7

7．7

2．6

2．6

勤務時間
た。看護師の平均年齢は44.2±9.5歳（25～62歳)、

養護教諭の平均年齢は40.3±12.4歳（22～58歳)、

看護師の平均経験年数は17.8±10.2年（4年6ケ

月～40年)、養護教諭の平均経験年数は17.5±13

年（5ケ月～37年5ケ月）であった。養護教諭で

看護師免許を有する者は16名（53.3％）であった。

また、養護教諭が医療的ケア研修に参加した経験

では、参加有りが24名（80.0％)、参加無しは5

名（16.7％）であった。研修会の主催は県教育委

員会と学校内の企画であり、内容は主に医療的ケ

アの基礎知識等であった。一方、一日にケアする

対象児数は看護師では「4～5人｣が17名(43.6％）

と最も多く、 「6人以上」が12名（30.8％)、 「1～

3人」が10名（25.6％）であった。養護教諭は「医

療的ケアを実施していない」が23名（76.7％） と

多く、 「1～3人」が5名（16.7％)、 「4人以上」

が2名（6.6％）であった。

担当学校数蕊
６
３
３ 92.3

7．7

合計 39 100.0

｢興味」 6名（15.4％）で、その他のきっかけで

は「子どもが好きだから｣、 「ゆっくり子どもと関

わる仕事がしたかったから」など回答されていた。

勤務時間は、 6時間24名（61.5％）が最も多く、

4時間7名（18％)、 5時間3名（7.7％)、 7時間

3名（7.7％)、 8時間1名（2.6％）であった。担

当学校数は1校担当するのが36名（92.3％）で、

2校担当する3名（7.7％）もいた。

3．看護師が1日に行う医療的ケアの内容(表3）

看護師が1日に行う医療的ケアについては、全

体数を39名とした割合を算出した。吸引「4回以

上」が15名（39.5％） と最も多く、 「3回」 9名

(23.9％)､「1回」6名(15.8％)､「2回」5名(13.2％）

で合計92.4％であった。また、経管栄養は「2回」

が12名（30.8％)、 「4回以上」 11名（28.2％)、 「3

回」 9名（23.1％）など合計92.1％であった。酸

素療法も「実施なし」 30人（76.9％）で、 「1回」

7名(18.0％)であった。吸入は「1回｣15名(38.5％）

が最も多く、｢実施なし」 14名（36.0％）であった。

また、気管切開児の管理では「実施なし」 17名

(43.6％）で、 「1回」 7名（18.0％)、 「3回」 6名

(15.4％)、 「2回」 6名（15.4％）で合計48.8％が

実施経験ありであった。気管カニューレ「2回」

1名、経鼻咽頭エアウェイ 「1回」 1名で、人工

呼吸管理も6名が実施していた。その他の導尿は

2．看護師の勤務状況（表2）

看護師の過去の臨床看護実践の領域について

は、複数回答とした。その結果、成人内科系26名

(28.3％）が最も多く、成人外科系23名（25.0％)。

その他16名（17.4％）で、内訳は手術室や救急部、

産婦人科、放射線科などの経験であり、半数以上

の看護師は過去に小児看護を経験していないこと

が明らかとなった。また、小児病棟15名(16.3％)、

小児外来6名（6.5％)、療育施設6名（6.5％）な

どであった。特別支援学校に勤務しようと思った

きっかけは、 「勤務時間の都合」 13名（33.3％）が

最も多かった。次に「知人の紹介」10名（25.6％)、

－10－
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｢実施なし」 31名（79.5％）であった。 4段階で回答を得た。看護師群と養護教諭群の2

群についてt検定を実施した。この2群間で統計

的に有意差を認めたのは次の15項目であった｡「日

常の医療的ケアを実施する」 （看護師3.90±0.38>

養護教諭1.33±0.76（以下同じ))、 「準備や後片付

けを実施する」（3,82±0.51>1.62±1.02)、 「ケアに

4．看護師と養護教諭の医療的ケアや健康管理に

関する役割の認識（表4）

看護師と養護教諭に毎日の業務の中で医療的ケ

アや健康管理23項目の質問について、実施状況を

表3看護師が1日に行う医療的ケアの内容(n=39)

0回 1回 2回 3回
n % n % n % n %

合計

n %

4回以上
n %

吸引

経管栄養
導尿
酸素療法
吸入
気管切開管理
気管カニューレ
経鼻咽頭エアウエイ
人工呼吸管理

7.9

2.6

80

77

36

44

97

97

85

38100※

39100

39100

39100

39100

39100

39100

39100

39100

３
１
訓
卯
艸
打
兜
犯
銅

６
６
３
７
幅
７
０
１
６

５
２
３
１
５
６
１
０
０

１

24

23

2.6

2.6

5.1

15

0

0

0

16

15

7．7

18

39

18

0

2．6

15

13

31

7．7

2．6

13

15

2．6

0

0

９
９
１
１
２
６
０
０
０

旭
川
１
０
３
３
０
０
０

０
８
６
０
７
７
０
０
０

４
２
２
Ｚ
Ｚ

(※吸引のみ1名無回答 ）

表4医療的ケア・健康管理に関する役割の認知(n=69)

菱孟

■■■■■■■■■■■■■

叩
一
哩
一
”
｜
“
一
噸
一
叩
一
ｍ
’
四
一
四
一
皿
一
叩
一
叩
一
叩
一
叩
一
恥
一
叩
一
叩
一
叩
一
叩
一
画
一
咽
一
唖
一
睡

n.s、

Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

n.S、

－

｜
粋
一
神
一
神
神
枠
枠

＊＊

－

＊

－

、.s、

－

｜
＊

＊

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

脂
一
幅

｜
幹
一
特

＊＊

－

、.s、

－

＊＊

－

＊

－

Ｓ
Ｓ
ｎ
、

－

t検定**p<O.001 *p<O.05
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看護I

平均

而(n=39)

SD

養護教諭(n=30)

平均 SD

日常の健康状態を観察する 3.95 ± 0．32 4．00 ± 0.00

日常の健康管理面での対応を判断する 3．56 ± 0．68 3.64 ± 0．68

日常の医療的ケアのタイミングの判断 3．69 ± 0．66 2.13 ± 1．01

日常の医療的ケアの実施 3．90 ± 0．38 1.33 ± 0．76

医療的ケア実施中の健康状態の観察 3．95 ± 0．32 2.30 ± 1.12

準備や後片付けの実施 3．82 ± 0．51 1.62 ± 1．02

ケアに伴う不安や不快感への援助 3．67 ± 0．53 2.17 ± 1．09

医療的ケア実施中のトラブル対応の判断 3．72 ± 0．51 2.52 ± 1．06

緊急時の医療的ケアの実施 3．50 ± 0．60 1.93 ± 1．05

緊急時の対応についての判断 3．47 ± 0．65 2.77 ± 1.10

発達や健康面を考慮した生活援助や指導を児に行う 2．51 ± 0．89 2.76 ± 0．91

医療的ケアの方法の工夫や改善の提案 3．31 ± 0．66 2.59 ± 1.09

医療的ケアについて憤報提供や助言を保腫者や職員に行う 3．34 ± 0．63 2.69 ± 1.00

健康管理全般について情報提供･助言を保腫者や職員に行う 2．95 ± 0．79 3.28 ± 0.84

医療的ケアについて保謹者と学校間の連絡･鯛整を行う 2．72 ± 1．03 2.96 ± 0.96

健康管理全般について保護者と学校間の連絡･鯛整 2．18 ± 1．09 3.18 ± 0．86

健康管理をめぐる学校の職員間の連絡･鯛整 2．13 ± 1．04 3．38 ± 0.90

医療機関(学校医含)と学校間の連絡･鯛整 2．18 ± 0．90 3.20 ± 0.93

学校内の医療的ケアを必要とする児について全体を把握する 3．74 ± 0．60 3.76 ± 0.64

医療的ケアの物品の管理やﾒンテナンス 3．36 ± 0．99 2.33 ± 1.18

学校における医療的ケアの研修や体制の整備 2．21 ± 0．94 2.80 ± 1.32

学校における医療的ケアの関係書類を整理しまとめる 3．08 ± 1．09 2.87 ± 1.25

学校における医療的ケアの話し合いを企画し取りまとめる 2.13 ± 0．91 2.37 ± 1.25
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伴う不安や不快感への援助を行う」 （3.67±

0.53>2.17±1.09)、 「緊急時の医療的ケアを実施す

る」 （3.50±0.60>1.93±1.05)、 「医療的ケアの物品

の管理やメンテナンスを行う」 （3.36±0.99>2.33

±1.18）の5項目(p<0.001)と、医療的ケアの方

法や改善の提案」 （3.31±0.66>2.59±1.09)、 「医療

的ケアについて情報提供や助言を保護者や職員に

行う」 （3.34±0.63>2.69±1.00）でも2群間に有意

差(p<0.05)を認めた。すなわち、医療的ケアの

実施に関する7項目において、看護師群が養護教

諭群より役割として認識していた。また、 「日常

の医療的ケアのタイミングを判断する」 （3.69±

0.66>2.13±1.01)、 「医療的ケア実施中の健康状態

を観察する」（3.95±0.32>2.30±1.12)、 「医療的ケ

ア実施中のトラブル対応を判断する」 （3.72±

0.51>2.52±1.06）など医療的ケア実施中の観察

や判断に関する4項目で看護師群が養護教諭群よ

りも実施していると認識していた(p<0.001)。一

方、 「健康管理全般について保護者と学校間の連

絡･調整を行う」 （看護師2.18±1.09<養護教諭3.18

±0.86（以下同じ)、 「健康管理をめぐる学校の職

員間の連絡・調整を行う」 （2.13±1.04<3.38±

0.90)、 「医療機関と学校間の連絡・調整を行う」

(2.18±0.90<3.20±0.93）など健康管理や保護者・

職員間の連絡、調整に関する3項目(p<0.001)と、

｢学校における医療的ケアの研修や体制整備」

(2.21±0.94<2.80±1.32）で、養護教諭群が看護

師群よりも役割と認識していた(p<0.05)。

5．看護師と養護教諭との連携に関する意見（表

5）

看護師と養護教諭との連携について、自由記述

で意見を求めた結果、43件が得られた。自由記述

は具体的な記載内容を類似性で分類してカテゴ

リー分類して分析した。その結果、 「情報交換・

情報共有」は27件で最多で、情報交換の頻度14件

や場所11件、内容5件であった。情報交換は児童

や生徒が登校時に行う健康観察を両者で共に行

い、業務日誌で情報を共有していることや、お互

いの専門分野の知識の助言などを行っていること

であった。また、 「連絡・相談」 16件の内容は、

医療的ケアで気になることやケアの内容などを相

表5養護教諭との連携に関する自由記述(n=45件）

カテゴリー サブｶテゴリー コード(配述内容）

常にコミュニケーションをとり対象児の摘報交換をこまめにしている(5)

異常､変と思ったとき情報共有し､お互い注意し観察を行っている

毎日登校時の健康観察､対象児に関して情報交換を行っている(4)

登校時の健康観察後を一緒に行い､退勤時にも報告している(2)

毎日の執務日睦月1回の保健室ミーティングの実施している

月に2回会隠で賭し合っている

靭腫師の結所(待樋墹所)は保健室で､口頭･文害･メール･、諾交換や会諾の中で情報交換をしている(9)

毎朝､児面吾校時に養腫教輸が来れないときは報告を保健室まで行って実施する。自分から行かないと情報を得

られない時があり､連携の艶しさを感じる

保健室とケアを行う場(待擬増所)が還いためコミュニケーション不足になりやすい

毎日生徒の健康状況やケアの内容､困った事などを話し合う(2)

調音生徒の状態報告を行っている｡必要時､対象児の健康状態､医擦的ケア実施の際の注意点等を賭し合う(2)

保鰻者や教員から情報を得た墹合や児宣･生徒の体鯛の変化等は常に報告している

情報の共有し､君護師と養瞳教輸のお互いの分野での助曾などを行う

医疲的ケアの処吐の中で気になることや気式､たことは相談する(5)

登校時､バイタルサイン､S"2の変化を報告｡分からないことは相鮫する

すべてのことを報告し合い､問翅あれば解決するようにする｡ミーティングを開き､関係者で共通理解する(2)

登校時の健康観察後にケアについてや気になることについて臆し合う｡途中変化があった墹合は相駁し合ったり確
阻し合う(5)

医掘的ケアの対象児の観察した点や､親からの申し送り内容は報告している。

毎朝､健康観察後､適宜報告し合う(2)

処置がⅢなったときなど出来ることは手伝ってもらう

主に担任と養眼教輸の共働で実施してもらう｡経過および保瞳者への連絡等担任､養腰教節の協力をもらう

情報交換の頻度(14）

情報交換･情報共有

(27）

情報交換の墹所(11）

情報交換の内容(5)

双方の助甘(1)

相戯の内容(8)

報告･連絡･相談(16）

間皿･変化がある都度相談(5)

報告の内容(3)

処面の手伝い

担任と養瞳教瞳憾働
協働(2）

－12－
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2．特別支援学校で看護師が1日に行う医療的ケ

アの内容

看護師が実施している医療的ケアの内容で最も

多かった項目は吸引であった。重症心身障がい児

は、排疾に必要な深い吸気や胸郭・横隔膜の強い

収縮ができないために、疾が肺や気管に貯留しや

すいため、吸引は数時間おきに必要である7)。気

管切開児の管理も約5割が経験し、人工呼吸器の

管理も実施していた。また、経管栄養も同様に9

割を超えて実施していた。導尿は約2割というこ

とが明らかとなった。吸引や経管栄養、導尿は養

護教諭や教諭に推奨されている医療的ケアである

が、今回の調査で、医療的ケアとして実施してい

る養護教諭は2割であった｡限られた時間の中で、

非常勤の看護師のみが医療的ケアを実施するには

限度がある。このような現状で医療的ケアを必要

とする児童生徒を受け入れるのであれば、養護教

諭や教諭にも医療的ケアに積極的に取り組む必要

がある。

特別支援学校の看護師が常勤ではないことや少

人数での配置は厳しい現状が伺えるが、子どもと

保護者の医療的ケアのニーズに対応し、教職員の

理解を促すための学内研修会の企画などに協力

し、養護教諭とともに特別支援学校における医療

的ケアが浸透するように協働することが必要と考

える。

談し、親からの申し送りも報告しあっていた。一

方、 2者間の連携を困難にする状況として、看護

師の待機場所のことで、保健室とは別室で待機す

る部屋が遠いことで情報が得られない、情報交換

をしにくいという意見が記述されていた。

Ⅳ、考察

1．特別支援学校における看護師の勤務状況

厚生労働省の報告書によると、特別支援学校に

おける医療的ケアの実施体制は全国的に整備され

つつある。 しかし、大部分の看護師は非常勤の

パート勤務が現状であり、非常勤の立場では、十

分な時間や予算が確保できずに研修が受けられな

い5） と指摘されている。今回の調査では9割の

看護師が非常勤であった。また、養護教諭の8割

が、医療的ケアの研修に参加した経験があるが、

医療的ケアを実施していると回答した養護教諭は

2割強であった。また、養護教諭の5割強が看護

師の資格免許を有するが、医療的ケアの実施して

いる割合は少ないことが明らかになった。医療的

ケアの実施は看護師の役割であり、養護教諭の役

割は医療的ケアの学内研修会の企画や調整という

認識であった。看護師は医療的ケアの研修に参加

することで医療的ケアについて理解を深めること

ができていると考える。また、特別支援学校に勤

務する看護師の臨床経験は、成人看護領域が小児

看護領域よりも多く、看護師は病院等での臨床経

験を有するが、小児看護の経験や、重症心身障が

い児に接する機会がなかったり、医療的ケアを

行ったことがない看護師も多数いる6） という指

摘と同様の結果であった。また、勤務するきっか

けは「勤務時間の都合」が最多であった。勤務時

間は6時間が最も多く、児童生徒の学校にいる時

間帯に合わせて勤務して医療的ケアを実施してい

た。医療的ケアが必要な児童・生徒は重症化して

おり、医療的ケアだけではなく、痙掌や急変時の

対応などを行う必要がある。 「勤務時間の都合」

が理由で特別支援学校に勤務し始めた看護師が学

校で期待される職務の特徴の理解に乏しい場合、

校内に医師がいない看護師一人配置が多い体制に

戸惑いや不安があることが考えられる。

3．看護師と養護教諭の医療的ケアに関する役割

の認識

医療的ケアに関する役割では、看護師が養護教

諭よりも直接的な医療的ケアを実施するという認

識であった。また、健康管理全般や、保護者・学

校間・職員間の連絡調整等は養護教諭が実施する

という認識であることが明らかになった。すなわ

ち、看護師と養護教諭の連携には、医療的ケアに

関する包括的な役割を看護師が主に行い、養護教

諭が学校保健全体のコーディネーターを担ってい

くことが、それぞれの専門性を発揮できる職務で

ある8)。今回の調査でも、看護師はケアの実践者、

養護教諭は学校全体の健康管理に関する連絡等の

役割を、連携を取りながら実施していた。また、
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特別支援学校での看護師の役割として、医療的ケ

アの実施のほか、子どもの状態の観察、保護者の

状態把握、担任教師や養護教諭などへの医学的知

識や技術への支援が求められていた。養護教諭の

自由記述に「看護師に専門性を高める研修を受け

てほしい」 という意見があり、看護師は医療的ケ

アの知識や技術の提供等に関する事項への他職種

から期待されていると考えられる。一方で、 「看

護師は教えるプロではないので、教諭への指導は

外部の講師が実施した方がよい」 という意見を

持っている看護師もいた。特別支援学校への看護

師導入において、看護師は医療的ケアに対する教

諭への指導・相談役割、医師との連絡調整役割を

果たすことが期待されている9)。しかし、看護師

が自身の役割について十分認識していないこと、

非常勤であるため看護師が児童生徒の滞在時間に

合わせて勤務していないことや、教諭・養護教諭

に対してもサポートできないことなど、勤務時間

内に医療的ケアを実践することのみを看護師の役

割と認識していると考えられた。2004年の通知以

降、看護師導入により医療的ケアの推進が図られ

てきている。近年では医療的ケアが必要な子ども

の通う特別支援学校の看護師数は1450人と増加

しており10)、今後の医療的ケアの推進が期待で

きる。

等の連携のとりにくさを記述していた。看護師と

養護教諭の両者が学校現場でそれぞれの専門性を

発揮しながら連携することは、児童生徒により良

い学校環境を提供するために重要である。本調査

で、看護師と養護教諭の両方の自由記述に、特別

支援学校の中で教諭は教育者としての知識は豊富

であるが、医療的ケアについては知識や経験が乏

しいという意見が記述されていた。特別支援学校

の教諭や養護教諭は、看護師配置により医療的ケ

アに安心感が生まれ、子どもに心理的に親から自

立（母子分離）にしたことや授業にも落ち着きが

見られるなど良い効果が報告されている11)。今

後は、特別支援学校で勤務する看護師には、緊急

時の対応などがよりスムーズに実施できる支援

や、教諭や養護教諭と協働することで、教諭が医

療的ケアを実施できるよう指導する能力も期待さ

れている。

V.結語

今回、特別支援学校に勤務する看護師と養護教

諭の医療的ケアの実施における看護師と養護教諭

の役割認識と、その連携について明らかにするこ

とができた｡特別支援学校で行う医療的ケアでは、

看護師はほとんどが吸引や経管栄養を実施してい

たが、導尿は2割と少なかった。一方、看護師の

9割が非常勤であり、労働条件の改善が課題であ

る。また、医療的ケアや健康管理に関する役割の

認知では、看護師は医療的ケアに関する事項で実

施しているという認知が高く、養護教諭は、健康

管理全般や保護者・学校間・職員間の連絡調整に

関する事項で高かった。看護師と養護教諭の連携

に関しては、両者の待機場所が保健室である場

合、情報交換や情報共有等を密に実施できていた

が、別室である場合は連携の困難を感じていた。

特別支援学校に通学する学童や生徒の重症化に伴

い、益々医療的ケアに係る職種間の相互理解と協

働が重要と考える。

4．看護師と養謹教諭との連携と看護師への役割

期待

看護師が考える養護教諭との連携に関する意見

の中で、共通理解の項目で最多の項目は「情報交

換」であった。看護師が養護教諭と同室にいる場

合は、口頭で情報交換を行う場合が多かった。ま

た、話し合いや連絡・相談の機会を設定し、共通

理解をはかっている看護師もいた。学校という教

育現場で、教育職と医療職が協働するということ

は、互いの情報交換や情報共有は不可欠なことで

ある。看護師と養護教諭が保健室で同席している

場合は連携がよく取れていると答えた。一方、看

護師の待機場所が養護教諭のいる保健室と別室で

ある場合は、 「自分から行かないと情報を得られ

ない時があり、連携の難しさを感じる時がある｡」
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圏原著

院内学級の類型化

-A県下における質問紙調査に基づく探索的検討一

広島大学大学院教育学研究科長江綾子

本研究の目的は、院内学級における特徴について、特に病院規模と教師の専門性の

観点から明らかにすることである。A県内の院内学級12学級を対象とした質問紙調査

の結果、院内学級担当教員は約半数が1年目であった。また、クラスタ分析の結果、

院内学級は4群に分かれた。これら4群の特性としては、学校種、病院規模、入院期

間、子どもの支援ニーズ、によって違いがあることが示唆された。一方で、病状等を

配慮する、子どもの話をよく聞くという対応については、どの院内学級も高い得点で

あり、共通して重要とされていることが示された。また、就学手続きはどの院内学級

でも同じであるはずだが、院内学級によって課題意識に差があることも明らかになっ

た。

キーワード：院内学級・類型化・教師の専門性

目的

病気療養児の教育においては、入院中の子ども

の生活の質(QualityofLife)向上の意識や子ど

もの学習権保障の意識高揚の流れを受けた「病気

療養児の教育について(通知)｣')が出されて以来、

従来は入院中という理由のもと教育的支援を受け

ないままになっていた子どもたちへの学校教育の

必要性が公に認められた。

病気療養児の教育の特徴と現況

病気療養児の教育では、病院との連携や行動規

制、入院ストレスへの配慮等、通常学級とは異な

る指導上の配慮が必要とされている2)3)4)。学習

内容や教育方法も病状や治療内容、地域の学校の

進度など個別の事情に合わせて決定され、ひとり

ひとりのニーズに柔軟に対応することが強く求め

られている、 という指摘もある5)。加えて、近年、

病気療養児の疾患は、心身症や小児がんなどの悪

性新生物が増加するとともに、病気の種類が非常

に多様化してきており6)、入院期間は短期化し、

同じ病気での入院回数は頻回化してきている7)。

そのため、 このような病気療養児の取り巻く環境

の変化に対応した教育のあり方を検討し、病気療

養児の教育の一層の改善と充実を図ることが求め

られている8)。しかし、病気療養児の教育（病弱・

身体虚弱教育）そのものは歴史の浅いものではな

いにもかかわらず、対象の敏感さ、プライバシー

の問題等もあり、先行研究は少ない分野である。

そのため、現場では、病気療養児に対してとにか

くできるだけのことをするという手探り状態の努

力が展開されている。このような現状をふまえ、

院内学級は個別性の高さをもつという性質はある

が、大枠として院内学級の特徴を把握すること

は、病気療養児に対する支援方法や教師の専門性

(教員研修）を考える上で必要である。では、院

内学級の特徴に影響を与える要因としてはどのよ

うなものがあるだろうか。以下、 2つの視点から

考える。

①医療：設置病院

ここで、院内学級の特徴に影響を与えるものと

して院内学級の設置病院という医療環境が考えら

れる。西牧・滝川は、院内学級の在籍者は大学病

院や子ども病院など大病院にある院内学級と地方

基幹病院にある院内学級ではその様相を異にして

いるとし、前者では年間を通じて在籍者が多く、
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後者は在籍者が激減していると述べている9)。そ

して、西牧・滝川はこの理由として、小児科医不

足と専門医の偏り、地方基幹病院における不採算

部門の閉鎖、病院の統廃合、医療の高度化による

受け入れ可能な病院の都市部への偏在などが考え

られ、小児医療のかかえる構造的な問題と関連し

ていると述べている9)。しかし、大病院と地方基

幹病院という違いの性質が院内学級の教育活動に

影響しているということは、実証的に示されてい

るわけではない。また、 これに関する先行研究に

ついては、津島が大病院の様子として、疾患の中

で最も多くみられるのは悪性新生物であるという

傾向を示しているものの'0)、地方基幹病院との

違いについてはふれられていない。 このように、

病院規模は院内学級の存続や学習の継続性に影響

していることが考えられるが、その実態がどうな

のかは明らかにされていない。

②教育：教師の専門性

次に、院内学級の特徴に影響を与えるものとし

ては、院内学級担当教員の専門性が考えられる。

武田・笠原によると、院内学級担当教師の約7割

は院内学級経験年数が3年未満であり、経験の浅

い教師が多いことが明らかにされている'1)。 こ

のように、院内学級の担当教師の専門性に関して

は、手探り状態から脱することができない可能性

が考えられるが、 これについても実証的に示され

ているわけではない。

そこで、本研究では、A県下の院内学級に行っ

た質問紙調査から、院内学級における特徴の実態

について、特に病院規模と教師の専門性の観点か

ら明らかにすることを目的とする。

2）時期:200X年11月～12月であった。

3）手続き： 13学級については郵送法による質問

紙調査を実施した。残りの3学級については、同

時期に面接調査を実施したため、その場で記入し

てもらい回収する形をとった。回収率は、 16校中

12校で75％であった。

4）質問紙調査内容（表3参照） ：質問紙の調査

内容は、 (i)院内学級の概要（院内学級設置年．

学級規模･児童生徒数･院内学級担当教員数)､(ii)

院内学級担当教員について（教員経験年数．院内

学級担当教員経験年数・現在の院内学級以外の院

内学級担当経験年数・病弱教育に関する学習)、

(iii)院内学級の教育内容の重点に関すること、

(iv)教育上の配慮の重点に関すること、 (v)入

院児への対応に関すること、 (vi)院内学級担当

教員の専門性に関すること、 (vii)院内学級経営

上の課題に関すること、の構成とした。 (i)と

(ii)については該当する数字を記入する形式を

とり（一部自由記述)､(iii)～(vi)については「5:

とてもそう思う」から「1 ：まったくそう思わな

い」の5件法で回答を求めた。

5）分析方法：質問紙調査内容の、 (i)院内学

級の概要のうち児童生徒数．教員数の項目と、(iii)

院内学級の教育内容の重点に関すること、 (iv)

教育上の配慮の重点に関すること、 (v)入院児

への対応に関すること、 (vi)院内学級担当教員

の専門性に関すること、 (vii)院内学級経営上の

課題に関することの質問項目に関して、 12の院内

学級間のユークリッド距離を求め、Ward法によ

るクラスタ分析を行った。

また、質問内容の一貫性の観点から信頼性を検

討するため、質問内容ごと (iii～Ⅶ）α係数を算

出した。質問紙調査

方法

1）対象の概要:A県内の病弱・身体虚弱特別支

援学級は、 200X年5月1日現在で、学級数は25

学級（小学校18学級、中学校7学級）であった。

このうち、A県内の病院内にある院内学級は、把

握し得る限りで小学校9学級、中学校7学級であ

り、 この計16学級を調査の対象として質問紙調査

を行った。

結果

1）院内学級の概要

(i)院内学級の概要に関する結果を表1に示す。

調査対象の院内学級の設置年度については、半

数以上が1990年代に入ってからの設置であった。

また、中学校の院内学級設置年度はすべてが

－17－
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表1 院内学級の概要

院内学級設置年 代
代
年
年
０
０
７
８
９
９
１
１

17％(2校）

8％(1校）

(小学校:2校･中学校0校）

(小学校:1校･中学校0校）

1990年代

未記入

58％(7校）

17％(2校）

(小学校:2校･中学校5校）

(小学校:1校･中学校1校）

学級規模

病院規模

学級数 すべて1学級

大病院 17％(2校）

地方基幹病院83%(10校）

(小学校:1校･中学校1校）

(小学校:5校･中学校5校）

児童生徒数 名
名
名
名
名

０
１
２
６
７

25%(3校）

50%(6校）

8.3%(1校）

8.3%(1校）

8.3%(1校）

(小学校:1校･中学校2校）

(小学校:4校･中学校3校）

(小学校:1校･中学校0校）

(小学校:1校･中学校0校）

(小学校:0校･中学校1校）

院内学級担当教員数 1名

2名

83%(10校）

17%(2校）

(小学校:5校･中学校5校）

(小学校: 1校･中学校1校）

表2院内学級担当教員について

(中学校1名)(2年目）

(中学校3名）

(小学校4名･中学校1名）

(小学校2名･中学校2名）

脾
孵
孵
阯

一
一
一
年

１
０
０
０

１
２
３

7%(1名）

21%(3名）

43%(6名）

29%(4名）

教員経験年数

(小学校3名･中学校3名）

(小学校1名･中学校3名）

(小学校2名）

(中学校1名)(13年目）

1年目

2～5年目

6～10年目

10年以上

50%(7名）

29%(4名）

14%(2名）

7%(1名）

院内学級担当年数

現在の院内学級以外

の院内学級担当経験
あり

なし

20%(2名) (中学校2名)(経験年数:2年と6年）

80%(8名） （小学校5名･中学校3名）

独学

校内研修

校外研修

その他

40%(6名）

7%(1名）

46%(7名）

7%(1名）

病弱教育に関する学習

1990年代であった。院内学級1学級に在籍する児

童生徒数は、 2名以下の学級が全体の約8割を占

め、少人数の院内学級が多く存在した。一方で、

6名以上在籍する院内学級は2学級あり、院内学

級によって差がみられた。

2）院内学級担当教員について

(ii)院内学級担当教員に関する結果を表2(ii)院内学級担当教員に関する結果を表2に示

す。

院内学級担当教員の教員経験年数は、一番短い

年数が2年（1名）であり、約7割が20年以上で

あった。しかし、院内学級担当年数は、半数が1

－18－
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表3各クラスタの質問項目ごとの平均点・標準偏差と質問内容ごと(iii～vii)のα係数・全平均・全
標準偏差

露1クラスタ<N＝ 第2クラスタN二 第3クラスタ(N＝ 開4ｸﾗｽﾀ(N=4 全平均全桐準幅
価棉準旧豊平価欄準園豊平何栂準偏 ＝12 （

1 （i 1.0 1．7 6．1 0．7 1．5 0．7 08 0．5 2.5 2．4

2(i 1．0 0．0 2．0 0．0 1．0 0．0 1．0 0．0 1.3 0．4

ること(α=､889の軟冑内容の宜点に臣
,こと＞

3.9 0．9 4．5 0．7 4．2 0．7 4．4 0．8 4．3 0．8

3

4

5 校へっ＃

＜生』 ｜－

6穂神的に安定てきるように入院生活を有迩溜にてきるよう．
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４
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8自主性･主体性を身につ1

9社会性を身につける
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で院内学級開設や院内学級担当教員の増員が整備

されたと考えられる。また、中学校の院内学級設

置年度はすべてが1990年代であることから、小

学校の院内学級が開設された後に中学校の院内学

級が開設されていることが考えられる。

院内学級担当教員が2名体制である院内学級
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図3得点差の見られた質問項目の平均点

支援を受けている児童生徒は少なく、院内学級の

設置病院によって在籍児童生徒数に差があること

が明らかになった。なお、在籍児童生徒数は、基

本的に院内学級に学籍のある児童生徒数のことで

あり、入院はしているけれども院内学級に学籍は

移していない病気療養児の数は入っていないた

6名以上の児童生徒が在籍する2学級であ

調査をした院内学級の中で最も重症患者を対

した病院自体の患者数が多い大病院の院内学

あった。一方、調査をした院内学級の半数の

は、

り、

象と

級であった。一方、調査をした院内学級の半数の

6学級が在籍児童生徒数1名で、さらに3学級は

0名であり、院内学級は開設されているが教育的
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表4 クラスタごとの院内学級の概要と院内学級担当教員について

ｸラスタ 学校 児童生徒数教員数学； R数 改員歴 院内学級歴

2年 1年

設置年度
F中学校 3名 1名 1学級 未記入

-

1976年第1クラスタ一
一

1学級1 28畠 5国

1名 1学級 10年 1年 1992年

第2クラスタ

C中学校 1名 1名 1学細 35曇 4掴 1992畠

第3クラスタ B小学校 2名 1名1学級 25 4年 1976f

F小学校 未記入 1名 1学級 31年 未記入
-

1985年

1

D小学
一
合動

1名 1名 1学紐 25 1企

D中学校 1名 1名 1学級 16年 1年 1997年第4クラスタ
c小学校 0名

E小学校 1名

1名 1学級 22 5垂 1993

1名 1学級 30 1973年6垂

め、教育的ニーズを有する病気療養児はさらに多

いと考えられる。

られる。第1クラスタは「前籍校へ戻ったときや

進学のことを考えた学習空白の補完」の得点は5.O

高かったが、 「前籍校に籍を戻す場合の病気に対

する配慮」は2.3,「児童の病気の理解」は2.7と3.0

を下回る低さであり、病気自体への理解や配慮よ

りも学習面に重きが置かれていることが分かっ

た。このことは、中学校は教科担任の専門分化の

組織体制であり、病気のことは医療関係者の担当

であるという役割分担の意識が高いということが

考えられる。しかしながら、 「体調に合った生活、

活動」は4.7, 「児童の話をよく聞く」は5.0と平均

よりも高く、病気のことは医療関係者の役割であ

るが、病気の影響する体調に合った学習活動等へ

の配慮は教育の役割として意識していることが考

えられる。

また、第1クラスタの特徴として、 (vi)院内

学級経営上の課題の連携にかかわることの得点が

すべてにおいて他のクラスタよりも低い（3.0～

3.7） という点があげられる。一方で、 (vi)院内

学級担当教師に必要な専門性の「病院等の医療関

係者との連携をとる能力」の質問項目では4.7と

他のクラスタよりも高い得点となっており、連携

をとる能力の必要性は強く感じているという結果

になっている。これについては、中学校は組織体

制として教科担任制であるため連携が日常的に行

われており院内学級においても連携はされている

ため特に課題と感じていない、 ということが考え

られる。もしくは、第1クラスタの院内学級担当

教員は院内学級担当年数が長くないため（1年が2

2）院内学級担当教員について

院内学級担当教員の教員経験年数は、一番短い

年数が2年（1名）であり、約7割が20年以上で

あったことから、教員の経験が考慮されての配置

であることが考えられる。しかし、院内学級担当

年数は約半数が1年目であったことから、専門性

を有する院内学級担当教員は少ないことが明らか

になった。また、独学が多い状況は、院内学級担

当教員は病院内に1名で学級を運営しているた

め、武田・笠原（2001）も指摘しているように、

なかなか研修に出ることができない状況があると

考えられる。

3）院内学級による特徴の違いについて

（1）第1クラスタの特徴

第1クラスタの院内学級はすべて中学校の院内

学級であった。 この第1クラスタは、他のクラス

タに比べて全体的に得点が低い特徴があるが、 こ

のような中で「前籍校へ戻ったときや進学のこと

を考えた学習空白の補完」では他のクラスタより

も得点は高く、第1クラスタのすべての院内学級

が5.0と回答していた。また、全平均よりも高い

質問項目の中には「基礎学力をつける」 「学習課

題や時間割を工夫する」 「進路指導の充実」 「専門

教科外の指導」があり、中学校という特徴が学習

面や進路面の得点の高さにつながっていると考え
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期頻回入院の児童生徒が多く、 これらの対応に慣

れ十分に対応できているためと推察される。

（4）第4クラスタの特徴

第4クラスタで特徴的であった結果は、 (iii)「精

神面での配慮」 (vi) 「児童生徒がもつ病気への不

安や意欲低下に関する心理的援助」 「心身症、進

行性疾患、発作等のある児童への対応」 「社会性

を身につけることのできる指導」 「自立活動の充

実」の質問項目で最も高い得点であったことであ

る。これらのことから、第4クラスタにおいては

心理面・精神面における支援ニーズが大きいこと

が考えられる。また､(iv)｢前籍校、友人との交流」

｢保護者、家庭との連携」 (v)「他職種、本校、保

護者と連携していく」 (vii) 「前籍校に籍を戻す場

合の病気に対する配慮」 「前籍校との情報交換の

機会、方法、内容」 「病院病棟との情報交換の機

会、方法、内容」 「保護者との情報交換の機会、

方法、内容」の質問項目においても最も得点が高

く、児童生徒の心理面・精神面における支援ニー

ズの高い状況が、連携における課題意識の高さに

つながっていると考えられる。

加えて、第4クラスタは「短期入れ替わりに対

応した教育課程の編成」の質問項目で4.0と高い

得点であり、 「転出入手続きの煩雑さ」は4.8と最

も高い得点であった。第3クラスタとの結果の開

きから、転出入手続きは基本的に同じ手続きであ

るが、院内学級によって課題意識に大きく差があ

ることが明らかになった。

（5）その他

(iii) 「精神的に安定できるように、入院生活を

有意義にできるようにする」 (iv) 「病状、体調、

安全面での配慮」 (v) 「児童の話をよく聞く」の

質問項目では、全平均4.8～4.9と高い得点であ

り、特に(iv)｢病状、体調、安全面での配慮｣(v)

｢児童の話をよく聞く」においては標準偏差が0.3

～0.4と最も低い得点であり、 どの院内学級も共

通して高い得点であった。このことから、院内学

級によって特徴の違いはいくつかあるものの、病

状等を配慮する、子どもの話をよく聞くという、

心理面・精神面への配慮については、どの院内学

級にも共通して重要とされていることが明らかに

名、 5年が1名)、課題として十分に把握できてい

ないという可能性が考えられる。

（2）第2クラスタの特徴

第2クラスタの2学級は、他のクラスタがすべ

て教員数1名であるのに対し2名、児童生徒数も

他のクラスタが0～3名であるのに対し5～6名

と多く、大病院という設置病院規模が強く影響し

ていると考えられる。 (vi) 「院内学級増設の必要

性」において5.0と数値が高いことも、病院規模

の大きさに伴う児童生徒数の多さによるものと考

えられる。

第2クラスタにおける最も特徴的な質問項目

は、 (v) 「遊び相手になる」であり、他のクラス

タが4～4.3であるのに対し第2クラスタは2.5と低

い得点であった。このことは、 この2学級の設置

された大病院には、チャイルド･ライフ･スペシャ

リストという遊びを通して子ども支援するスタッ

フがおり、専門分化が進んでいることによるもの

と考えられる。また、 (vi) 「病気に関する基本的

事項の理解」が3.5（他のクラスタは4.3～4.7） と

低い一方で、 「教科指導の専門性」は5.0（他のク

ラスタは3.7～4.3） と高いことからも、専門分化

により院内学級の役割は学習活動を通じて児童生

徒を支援するということに重きが置かれていると

考えられる。また、 (vi) 「ターミナル期の児童や

保護者への対応」の質問項目では5.0と最も高く、

このことも重症患者が集まる大病院という設置病

院の状況が強く影響していると考えられる。

（3）第3クラスタの特徴

第3クラスタにおいて特徴的であった結果は、

(vi) 「病弱教育の仕組みや転出入を含む就学事務

の理解」の4.7で最高得点であるにもかかわらず、

(vi)｢転出入手続きの煩雑さ」「学籍の問題」では、

順に2.0,3.3と最も得点が低かったという点であ

る。また、 「短期入れ替わり等に対応した教育課

程の編成」の質問項目では4.5と最も得点が高かっ

た。これらのことから、第3クラスタの特徴とし

ては、短期頻回入院の児童生徒が多く、それに伴

う就学事務の理解の必要性を高く感じている可能

性が考えられる。 しかしながら、 「転出入手続き

の煩雑さ」 「学籍の問題」で得点が低いのは、短
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なった。 に手続き手順の理解不足であれば研修で理解を深

めることで改善されていくが、手続き手順の役割

分担が院内学級や行政区域によって異なっている

ことで課題意識の差が生じているのであれば行政

レベルでの見直しが必要になってくる。

今回の調査では、病弱教育に関する学習で一番

多かったのは校外研修であった。これらの校外研

修が限られた時間の中でより教師の力量形成につ

ながっていくために、今後研修内容を精選してい

く必要があり、そのための取組として今回得られ

た院内学級の特徴をひとつの視点とすることがで

きるであろう。また、病弱教育に関する学習で次

に多かったのは独学であった。これは、院内学級

担当教師はほとんどが一人体制であるため、校外

研修に出ることが難しい状況があると考えられ

る。そのため、Eラーニングなど校外に出なくて

も学習できるシステムも必要であり、すでに開

発・導入の取組もされているが'3)、今後これら

の研究が発展していくことも求められるであろ

う。

総合考察

院内学級は、通常学級とは異なる指導上の配慮

が必要とされていることからも教員経験年数の長

い教師が配置されていることが考えられるが、院

内学級担当年数は約半数の院内学級担当教員が1

年目と短いという実態から、専門性の蓄積も十分

でない状況が考えられる。また、院内学級は個別

性が大きいとされているが、具体的にどのような

特徴によって違いがあるのかということについて

はこれまで明らかにされてこなかった。本研究に

よって、院内学級の特徴として、学校種（中学

校)、設置規模（大病院)、入院期間（短期頻回)、

入院児の支援ニーズという違いがあることが示唆

された。これらの違いは、院内学級担当教員の研

修内容をより現場のニーズに応じたものにするた

めのひとつの観点となりうるであろう。

例えば、 「子どもの話の聞き方」などの心理面

に配慮した支援方法についての研修は、どの院内

学級にも共通して必要な内容になってくる｡一方、

｢学習面への支援」 「ターミナル期の子どもに対す

る支援」 「短期頻回入院する子どもに対する支援」

などの内容については、院内学級のニーズに応じ

て各院内学級の担当教員が選択して研修を受ける

というスタイルが考えられる。しかしながら、 こ

れらの特徴の違いは固定的なものではない。児童

生徒の状態や入院状況の変化により、例えば、今

回第3クラスタ（短期頻回入院の特徴がある院内

学級）であった院内学級が第4クラスタ（心理的

支援ニーズの高い院内学級）になりうる可能性も

大いにある。そのため、今回示唆された院内学級

の特徴の違いは、どの院内学級においても直面し

うるものとしても考慮し、院内学級担当教師が対

応していけるための専門性の育成（研修の場の設

定）を行っている必要がある。

また、転出入の手続きについては、今回の調査

対象の院内学級は同じA県下であり、手順も同じ

はずである。しかし、院内学級によって課題意識

に差がみられたことから、何が影響しているか今

後検討していく必要がある。課題意識の差が、単

引用文献

1）文部科学省病気療養児の教育に関する調査協力者会

議（1994）病気療養児の教育について

2）文部省（1985）病弱教育の手引き：指導編，慶応通

信．

3）山口洋史（2004）これからの障害児教育：障害児教

育から「特別支援教育」へ， ミネルヴァ書房．

4）全国病弱養護学校校長会（2001）病弱教育Q&A:

Partl :病弱教育の道標， ジアース教育新社．

5）がんの子どもを守る会編・ガイドライン作成委員会

著（2002）がんの子どもの教育支援に関するガイドラ

イン，がんの子どもを守る会．

6）横田雅史（2003）いわゆる院内学級を巡る諸問題，

小児保健研究，第62巻第3号， 301-309.

7）西牧謙吾（2010）分担研究「特別支援学校（病弱）

のセンター機能を活用した病気の子どもへの教育的支

援に関する研究」平成21年度研究報告、平成21年度厚

生科学研究法制化後の小児慢性特定疾患治療研究事業

の登録・管理・情報提供に関する研究， 167-173.

8）阪正和（2003）病弱教育院内学級をめぐる課題，

小児保健研究，第62巻第3号， 310-316.

9）西牧謙吾，滝川国芳（2007）病気の子どもの学校教

育と教師による教育支援の仕組み・活用法，小児看護，

30（11)， 1536-1542.

10）津島ひろ江（1997）慢性疾患児の入院中の教育実態

－24－



第59号， 2016

とニーズ調査一岡山県下における実態調査から－，障

害者問題研究， 25(1)， 44-51.

11）武田鉄郎，笠原芳隆（2001）院内学級における学

級経営上の課題と教員支援，発達障害研究， 23(1)，

126-135.

12）金城やす子（2007）病弱教育担当教師の教育的取り

組みの実態と教師の意識，障害理解研究(9)． 1-14.

13）西牧謙吾（2010）病気のある子どもの教育の充実を

目指したICT活用について，電子情報通信学会, 110

（209)， 5－9．

謝辞

本研究を行うにあたり、調査にご協力いただい

た院内学級担当教員の皆様に心よりお礼を申し上

げます。また、本論文の作成にあたりご指導。ご

助言いただきました広島大学教育学研究科の栗原

慎二教授、井上弥教授に心より感謝いたします。

25－－



園資料

長期療養児の支援のあり方に関する研究

一支援内容の類似点に着目して－

和歌山県立医科大学保健看護学部前馬理 恵

要約：

長期にわたり療養する児（以下長期療養児という） と家族が、地域で安心して生活

するために、病気が日常生活や学校生活におよぼす影響、医療・保健・福祉・教育等

に対する要望、療養生活の現状に関する調査（事例研究）を行い、相談先、必要な情

報、利用したサービスなどについて現状分析し、支援の方法、提供などの判断に資す

る知見を明らかにすることを本研究の目的とした。

方法は、支援内容の類似点に着目し、 コミュニケーションに問題のある児、運動機

能に問題のある児、内科疾患のある児の3タイプ各2名ずつ、 6事例のインタビュー

調査を実施した。利用したサービス、悩みや困ったこと、必要な情報について分析、

またサービス別の利用のプロセスとその要望、発達段階別のニーズの分析から、課題

を解決するためには、関係機関のネットワーク、情報発信機能のあるコーディネート

機関の必要性、各対象の特徴をとらえ、迅速な対応と見通しをもった情報提供、長期

的に身近で関われる体制づくりが重要であることが明らかになった。

キーワード：長期療養児、家族、支援のタイプ、体制づくり

1．はじめに

長期療養が必要な小児慢性特定疾患は、平成27

年1月に児童福祉法の一部改正が行われ、染色体

または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患等が

追加され、 14疾患群、704種類と拡大されたが

')、認定外の疾患も加えると全国に20万人以上

の子どもたちが長期に療養生活を送っているとい

われている。このような子どもたちとその家族は、

長期にわたる療養生活での経済的、身体的、精神

的負担が大きく、それを支援する体制が少ないた

め、困っている現状がある2)。

長期にわたり療養する児（以下長期療養児とい

う）の地域での生活を支援するには、保健、医療、

福祉、保育、教育等の総合的なサービスが提供さ

れてこそ成り立つ。しかし、身体障害、あるいは

知的障害をもつ児への支援体制は、 これまでの歴

史もあり、整備されつつあるが、長期療養児に関

しての支援体制はまだ整備されていない｡さらに、

長期療養児の特徴として、稀少の病気が多くサー

ビスに関する情報が少ないこと、病気の原因や治

療方法が不明で将来の見通しを持ちにくかった

り、診断された早期からの不安が大きいというこ

と、障害の認定がされにくくサービスを受けられ

ないことも多く、制度と制度の狭間になり適応さ

れないことがある。今回の法改正では、適切な療

養の確保、必要な情報提供により、健康の保持増

進および自立の促進を図ることを目的とし、小児

慢性特定疾患児童等の自立支援事業が開始された

ばかりであり、関係機関が連携し、今後より良い

支援の具体化が求められている’)。

筆者らがA県内の長期療養児（20歳未満）の家

族を対象に実施した「平成14年度難病の子どもの

QOLを高めるための生活実態調査」 3) (回答者：

1,841人中692人、回収率：37.6％）によると、長

期療養児の疾患数は170種類であり、稀少な病気

も多く、症状も様々であり、ニーズは多様であっ
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面接は保護者の了解を得て面接内容を録音し、

面接終了後逐語録を作成し、研究の目的に応じて

分析を行った｡分析の信頼性を高めるため、分類、

抽出の過程においては複数の研究者間で検討を重

ね、一致するまで協議した。また、本調査は6疾

患を対象に面接を行ったが、分析においては、 こ

れまでの研究者の家族からの相談や家族会への支

援の経験から、疾患は異なっても支援する上の類

似点に着目して、 3タイプに分類して分析を行っ

た。 3タイプとは、 コミュニケーションに問題が

あり、人との関係性がうまくとれない児（以下、

A群)、運動機能に問題があり、環境面に配慮が

必要な児（以下、 B群)、A群、 B群以外の内科

疾患があり外観からは疾病がわからないゆえに配

慮が必要な児（以下、C群）に分類し、事例番号

1と2はA群に、事例番号3と4はB群、事例番

号5と6はC群とした（表1)。さらに、発達段

階を1 ：出生直後、 2 ：保育所まで、 3 ：就学ま

で、 4 ：小学校、 5 ：中学校、 6 ：学校卒業後と

分類して検討した。

5）倫理的配慮

保護者に、調査への協力は自由であること、一

旦参加に同意され研究が開始された後でも参加を

取りやめることができること、調査結果は本研究

以外に用いないことを口頭および文書で説明し、

同意が得られた対象者に面接を行った。

た。多くの関係者が、対象者を理解し適切な支援

を行うには、個別性を理解することは不可欠であ

るが、症状やニーズなどが類似する点にも着目

し、支援内容や方法を検討していくことが必要で

あると考えられた。そこで、長期療養児と家族が、

地域で安心して生活するために、病気が日常生活

や学校生活におよぼす影響、医療・保健・福祉・

教育等に対する要望、療養生活の現状を明らかに

すると共に、支援する上で考慮する点が類似する

タイプ別に支援の特徴と課題を明らかにすること

を目的に行った。

2．対象と方法

1）対象

A県内にある6つの難病の子どもの家族会（以

下、家族会）に研究の主旨を説明した上で、家族

会の役員に会員（以下、保護者）の中から任意に

対象者を各1名選定してもらった（表1)。保護

者はすべて母親であった。

2）調査方法及び内容

研究者1名がプライバシーを保てる環境で、イ

ンタビューガイドを基に母親1名につき1～2時

間の半構造化面接を行った。インタビューガイド

は、①背景（家族構成、主な療育者、協力者の有

無、家族の健康など)、②発達段階別に（病状の

経過、治療・療育状況、悩みや困ったこと、相談

先や相談相手、必要な情報、利用したサービス、

利用のプロセスなど)、③今まで利用して良かっ

たサービスや足りなかったサービス、今後希望す

るサービスから構成した。

3）調査：日時

平成19年4月～6月

4）分析方法

3．結果

1）サービス利用状況

3群別のサービス利用状況を表2に示す。A、

B、C群共に利用したサービスは、身体障害者手

帳、特別児童扶養手当、保健師の訪問、保育所入

所に向けての検討会、加配保育士、就学に向けて

表1 インタビュー対象者の状況
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事例番号 就学状況 年齢 家族構成 診断名 診断の時期 支援タイプ分類

1 学校卒業 19歳 両親と兄弟 ウィリアムス症候群 乳児期前期 A群

2 中学校 13歳 両親と兄弟 アンジェルマン症候群 4歳～6歳 A群

3 高 校 15歳 両親と兄弟 二分脊椎症 乳児期前期 B群

4 小学校 7歳 両親と兄弟 筋ジストロフィ－ 1歳～3歳 B群

5
p 二

1局 校 17歳 両親と兄弟 I型糖尿病 1歳～3歳 C群

6 就学前 6歳 両親と兄弟 先天性心疾患 乳児期前期 C群
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表2 3群別のサービス利用状況

＊○印は利用したサービス

の検討会であった。

3群それぞれに利用していたサービスは、A群

では、療育手帳、ショートステイ、デイサービ

ス、居宅介護（ヘルパー派遣)、移動介護・ガイ

ドヘルパー、土曜保育、学童保育、職業訓練、作

業所であり、福祉サービスの利用が多かった。B

群では、訪問リハビリテーション、育成医療補装

具の給付、車椅子の給付、人工呼吸器・吸引器給

付、酸素濃度測定器の貸し出しであり、 日常生活

用具の給付サービスが多かった。C群は、保健所

の親子教室、職場の介護休暇であり、保健サービ

スの利用が多かった。サービスの利用合計数は、

A群18、 B群14、C群12の順に多かった。

2）悩みや困ったこと

3群に共通する悩みとして、病気や見通しのも

てない不安があり、A群については、症状が親の

負担や対人関係におよぼす影響が大きいこと、 B

群については、生活するうえの設備や医療的ケア

への支援の問題、C群については、病状が表出し

ないために周囲に理解が得られにくいなどの特徴

的な困難性があった。

発達段階別にみると、A群においては、 「1 ：

出生直後」の段階では病気の受容ができない、診

断されるまでの時間がしんどい､「2:保育所まで」

の段階では排泄の自立が遅い、訓練しても成果が

見えないなど、 「3 ：就学まで｣の段階では地元の

小学校への入学を希望するが難しい、抱きつき・

唾吐きなどの迷惑行為があり他人から嫌らわれ

る､「4:小学校｣の段階では他の生徒や近所の人々

などに理解してもらいにくい、睡眠時間が短く親

の負担が大きい、 「5 ：中学校」の段階では卒後

の行き先があるかどうか心配である、自傷行為が

ある、 「6 ：学校卒業後」の段階では作業所など

へ自分で行けるか不安であった。

B群においては、 「1 ：出生直後」の段階では

悩んではいられない心境、 「2 ：保育所まで」の

段階では症状（膿胞）が改善しない、診療科が多

科にわたるなど、 「3 ：就学まで｣の段階では医療

的ケアが伴うため保育所の入所を拒否され集団の

場に入れない、歩行訓練がしにくい､「4:小学校」

の段階では医療的ケアのため母親が同伴する必要

がある、導尿など本人の病気に対する悩み、小学
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区分 サービス内容 A群 B群 C群 区分 サービス内容 A群 B群 C群

医
療
制
度

育成医療

重度心身障害児医療

小児慢性特定疾患医療

訪問リハビリテーション

○

○

○

○

○

○

○

福
祉サ
ー
ビ
ス

ショートステイ

デイサービス

居宅介護（ヘルパー）

移動介護・ガイドヘルパー

○

○

○

○

手
帳・
手
当

用
具
の
給
付

保
健サ
ー
ビ
ス

身体障害者手帳

療育手帳

特別児童扶養手当

育成医療補装具

車椅子の給付

人工呼吸器・吸引器給付

酸素濃度測定器貸し出し

保健師の訪問

保健所の親子教室

発達相談

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

保
育
・
学
校

障害児通園施設

土曜保育

学童保育

保育所入所に向けての検討会

加配保育士

就学に向けての検討会

卒
後

職業訓練

作業所

他 職場の介護休暇

利用したサービス種類

○

○

○

○

○

○

○

○

18

○

○

○

○

14

○

○

○

○

12
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階では病状が自分で訴えられない、周囲がどのよ

うに理解してくれるか不安、 「4：小学校」の段

階では本人の病気に対する悩み、 「5 ：中学校」

の段階では思春期のホルモンバランスによる病状

のコントロールが難しい、思春期の友達関係、緊

急時の薬の確保などであった。

3）発達段階別のニーズ

発達段階別のニーズについて表3に示す。

校生活の不安、 「5 ：中学校」の段階では学校区

が変わることの不安、学校のエレベーターなどの

設備不足、本人が大きくなったため小児科を嫌が

るなどであった。

C群においては、 「1 ：出生直後」の段階では

哺乳量が少ない、 「2 ：保育所まで」の段階では

合併症に対する先の不安、食事療法が難しい、病

状を理解することが難しい、 「3 ：就学まで｣の段

表3発達段階別のニーズ
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発達段階 悩みや困ったこと （支援タイプ別） 相談先・相談相手 利用したサービス

出生直後 A群：病気の受容、空白の時間

B群：悩んではいられない心境、

入院中の付添

C群：他の家族・きょうだいに関

われない

保健師、主治医、NICU看護師、

夫

保健師の訪問、育成医療

保育所まで A群：排泄の未自立、発達遅延。

訓練成果が見えない・家で

することがない不安

B群：病状が良くならない。受診

が多科にわたる。他府県受

診、保育所受け入れ拒否

C群：合併症の不安、食事療法、

哺乳量が少ない、今の状態

が理解できない不安

保健師、主治医、 シスター、

ソーシャルワーカー、夫、看護

師、PT、家族会、友人、入院中

の受け持ち学生、先輩の母、入

院中の同室の母

療育手帳、身体障害者手帳、障

害児通園施設、ショートステ

イ、土曜保育、育成医療、補装

具の給付、車椅子の給付、小児

慢性特定疾患制度、特別児童扶

養手当、保健所保健師の訪問、

保健所の教室、介護休暇

就学まで A群：地元の小学校に行かせたい、

睡眠時間が短い．抱きつき

や唾吐きなどの迷惑行為。

他人から嫌われる

B群：歩行訓練、保育所入所の不

安

C群：自分で症状が訴えられない、

病気について他の園児の母

に話した反応

園長、保育士、保健師、主治

医、近所の人、家族会

加配保育士、ショートステイ 、

デイサービス、居宅介護（ヘル

パー)、移動介護、訪問リハピ

ﾘ、障害児通園事業（親が中心

になり設立）

小学校 A群：周囲の理解、睡眠時間が短

い、迷惑行為

B群：自己導尿、小学校生活の不

安

C群：本人の病気に対する悩み

少人数学級の担任、学校の先

生、地域療育コーディネー

ター、 自主グループメンバー、

サークルの先生、保育士、養護

教諭

学童保育、移動介護、居宅介

謹、ショートステイ、車椅子の

買い換え

中学校 A群：養護学校になり気持ちが楽

になった、卒後の心配、迷

惑行為、自傷行為

B群：学校区変更の不安、学校で

の車椅子移動（エレベー

ターなし)、小児科受診を

嫌がる

C群：友達関係、ホルモンバラン

スによるコントロールの難

しさ、緊急時のインシュリ

ン確保、小慢制度改正によ

る一部自己負担

養護学校の担任、学校の先生、

OT、作業所職員、市の福祉課、

難病の子ども家族会、学校担

任、養護教諭

学童保育、職業訓練、作業所、

訪問リハビリ、緊急時紹介状

卒業後 A群：作業所通所の自立 友人、他の親 ガイドヘルパー
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発病当初の見通しが立たない不安に対して、相

談先として主治医の説明や看護師の相談、同じ病

気を持つ家族との交流が求められていた。また、

入院中は母親が付き添う現状にあるため、他の家

族の理解や父の協力が必要であり、 きょうだいの

負担が大きい。集団保育の必要となる年齢になる

と、各自の発達レベルに応じた通園場所が求めら

れ、ない場合は、親の努力で障害児通園事業を設

立している場合もあった。利用したサービスにつ

いて、保育所では加配保育士の配置があった。就

学に関しては、親の努力や保健師のコーディネー

トにより、就学指導委員会の前に話し合いがもた

れていた。養護学校では各自に合わせた療育プロ

グラムが工夫されていた。普通学校では保健室の

活用、友達への理解を求める親の努力があった。

保育所、小学校、中学校と進学するにつれて、そ

こに通う子どもたちの地域も広くなり、慣れるま

での本人や親の不安が大きいようであった。学校

卒業後は、各自にあった作業所、将来的にはグ

ループホームが求められていた。

4）必要な情報

3群別、発達段階別に必要とした情報を表3に

示す。

3群に共通する必要な情報は、病気について、

医療費制度について、利用できる資源について、

家族会についてであり、 さらにA群は医療や療

育、福祉に関する情報、 B群は医療、学校の情

報、C群は医療の情報が強く求められていた。

5）サービス別の紹介者と要望

サービス別の紹介者と要望について表5に示

す。

医療制度については、主治医や医療機関、保健

所からの紹介で、利用できていたが、受給対象の

拡大や手続きの迅速化についての要望があった。

手帳・手当については、医療機関、保健機関、家

族からの紹介が多く、早期からの紹介を要望して

いた｡用具の給付については、医療機関、保健所、

市町村、家族会などの紹介により利用に繋がって

いたが、退院に間に合うような準備や自己負担の

軽減についての要望があった。保健サービスにつ

いては、保健所、市町村からの紹介で利用してい

たが、どの親にも支援、疾患別の教室や相談の要

望があった。福祉サービスについては、市町村な

どの公的な機関だけでなく、自主勉強会、他の親

などからの情報で利用できるようなっていたが、

早期に、わかりやすいが説明を要望していた。保

育所、学校については医療機関、市町村、保健所

の公的な機関の他に他の親、自主勉強会の紹介か

ら利用をしていたが、対象の拡大、支援者につい

て要望があった。卒後については、養護学校や他

の親の紹介で利用をしていたが、場所の拡大、親

の負担軽減の要望があった。

表4 3群別・発達段階別の必要な情報

<発達段階〉 1 ：出生直後、 2 ：保育所まで、 3 ：就学まで、 4：小学校、 5 ：中学校、 6 ：学校卒業後

－30－

発達段階 A群 B群 C群

1
病気について

病気の見通し
病気について

2

発達について

家庭での関わり

ショートステイ

病気の経過、制度（医療費負担軽減・

日常生活用具の給付)、訪問看護、

家族会、医療的ケアの必要な児の集

団保育

専門医療機関の情報

病状、手術

食事療法

日常生活

制度

3
家族会､病気についての同じ病気の

人からの情報

学校情報、制度、訪問リハビリテー

ション
学校情報

4
家族会

新しい制度
学校内の医療的ケア 患者会

5
家族会、作業所

利用できる制度
サークルなどの余暇活動 －

6 グループホーム －
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表5サービス別の利用の情報源・紹介者と要望

4．考察

1） 3群別のニーズやサービスの利用状況と課題

コミュニケーション障害を伴うA群について

は、多くのサービスを利用していて、家族の育児

の負担が大きく、在宅介護や移動介護などの直接

的な支援が求められていた。運動機能に問題のあ

るB群については、医療機関が多科にわたり、同

じ検査を何度も受けたり、受診回数も多くなり、

経済的にも負担が大きい現状であった。集団の場

である保育所や学校などでの医療的ケアに関する

受け入れ状況や設備が不十分であり、同一の障害

事例が少ない中で、希望してもレクリエーション

が行える機会も乏しく、また、知的障害がないと

移動介護が受けられない（通院介助のみ） という

－31－

区分 サービス内容 情報源・紹介者 要望

医
療
制
度

育成医療

重度心身障害児医療

小児慢性特定疾患医療

訪問リハビリテーション

医療機関：主治医､医療事務

市町村：福祉担当

医療機関：主治医､保健所：保健師

家族会、県相談センター：保健師

大変な時期の手続きの支援

受給対象の拡大

手続きの迅速化

身近に必要

手
帳
・
手
当

身体障害者手帳

療育手帳

特別児童扶養手当

医療機関：主治医､市町村：福祉担当

保健所：保健師､児童相談所､医療機関：

理学療法士

家族会、県相談センター：保健師

早く教えてほしい

早く教えてほしい

手帳がない場合の継続方法

用
具
の
給
付

育成医療補装具

車椅子の給付

人工呼吸器・吸引器給付

酸素濃度測定器貸し出し

医療機関：主治医・理学療法士、

保健所：保健師

医療機関：理学療法士、

市町村：福祉担当、家族会

医療機関：主治医､看護師、

市町村：福祉､業者

医療機関：主治医､看護師

成長による頻回の自己負担

自己負担の軽減

i艮院に間に合う準備

自己負担の軽減

保
健サ
ー
ビ
ス

保健師の訪問

保健所の親子教室

発達相談

市町村・保健所：保健師

保健所：保健師

市町村・保健師：保健師

どの親にも必要

疾患別の会が必要

早い時期から受けたい

福
祉
サ
ー
ビ
ス

ショートステイ

デイサービス

居宅介護（ヘルパー）

移動介護・ガイドヘルパー

市町村：福祉担当・公報

自主勉強会

他の親､自主勉強会

地域療育コーディネーター

〃

早く教えてほしい

早く教えてほしい

制度をわかりやすぐ

身体障害の利用対象の拡大

保
育
・
学
校

障害児通園施設

土曜保育

学童保育

保育所入所準備

加配保育士

就学準備

医療機関：主治医､他の親、自主勉強会

市町村：保健師

他の親、 自主勉強会

市町村・保健所：保健師

市町村：保健師・保育所担当

市町村・保健所：保健師

身近なところに必要

対象の拡大

親の労力が大きく要支援

受け入れ、入所時の支援をしてほしい

内科的疾患も必要

入学時の支援をしてほしい

卒
後

職業訓練

作業所

養護学校

他の親

受け入れ場所の拡大

親の負担の軽減

他 職場の介護休暇 母から職場に依頼 休暇の取りやすい環境



育療

制度活用上の制限があり、障害の種類を問わず利

用できる制度への早急な改善が必要であると考え

られた。内科的疾患のあるC群については、表面

上は病気であるとわからないため、周囲の理解を

得る努力を保護者が行う必要があり、親の負担を

軽減するための身近な支援者が必要であった。

サービス利用に至る情報源・紹介者は、同じ病

気や障害をもつ先輩の親たちや家族会から情報を

得る事が多く、特にセルフヘルプグループが果た

した役割が大きいと考えられた3)。関係機関へ

の要望としては、サービスについての迅速で、わ

かりやすい情報提供、サービス利用の対象の幅を

広げる施策が求められており、医療機関や療育機

関などの申請窓口である保健所、市町村との連

携、個別に相談できる場が必要であると考えられ

る。

出生直後、保育所まで、就学までなど発達段階

に分類したところ、発達段階毎にニーズが変化

し、相談先や相談相手も変化している。したがっ

て、発達段階を見通した関わりが求められ、関係

機関の連携の強化、特に保育所、小学校、中学

校、高等学校と教育環境が変化する前からの支援

体制が必要であると考えられた。また、全ての発

達段階を通して継続的に相談できる場が重要であ

る。

2） 3群別の支援の特徴と課題

A群の支援の特徴として、①診断前の早期から

の相談、②日常生活の中での関わり （早期療育)、

③周囲の理解のための支援、④ショートステイ・

居宅介護などの福祉サービスにつなげる支援、⑤

作業所の情報提供、⑥家族会の情報提供であっ

た。課題としては、診断前の早期から保健サービ

スの中で身近な保健師の相談が必要であり、病気

の見通しについての説明、早期療育につなげるこ

と、就学後も福祉サービスの提供、病状を周囲に

理解してもらうための支援が必要である。

B群の支援の特徴として、①早期からの医療費

負担制度手続きの支援、②入院中の相談、③日常

生活用具の給付についての情報提供、④訪問看

護・ リハビリテーションなどの在宅療養の情報、

⑤保育所･学校など集団生活の受け入れの相談(設

備や医療的ケア)、⑥余暇や社会への参加に関す

る相談、⑦家族会の情報であった｡課題としては、

在宅療養体制を整えるために関係機関の連携、保

育所・幼稚園や学校の設備改善と医療的ケアの受

け入れ体制、余暇活動などの支援サービスを整え

ることが必要である。

C群の支援の特徴として、①病気についての説

明、②早期からの医療費負担制度の手続き支援、

③最新治療情報、④保育所・学校などの病気の理

解、⑤周囲の理解のための支援、⑥緊急時の対

応、⑦家族会の情報、⑧患者会の情報（子ども自

身の相談）であった。課題としては、就学後に診

断される疾患も多く、子どもに告知している割合

も高いことより、子ども自身が相談できること、

病気が見た目にはわかりにくいため園児や生徒な

どの周囲の人々の病気の理解への支援、身近な緊

急時の対応システムが必要である。

長期療養児の疾患を3タイプに分類し、支援内

容の特色がある程度明らかになった。これらを目

安とし、様々な病気の子どもたちに対して、今ど

のような支援が必要か、発達段階に応じて予測し

た関わりができるのではないかと考える。

しかし、本研究は6事例を分析したものであ

り、一般化することは困難であり、今後は例数を

増やして、分析を行う必要がある。

5．おわりに

今回は、研究者らが行った「平成14年度難病の

子どものQOLを高めるための生活実態調査」に

おいてA県内の長期療養児の実態を把握した上

で、 これまでの関わりをもとに、支援する上で考

慮することが類似している観点から対象者を3タ

イプに分類し、インタビュー内容の分析からA、

B、C群別の支援のあり方について提案した。関

係機関のネットワーク、情報発信機能のあるコー

ディネート機関の必要性、各対象の特徴をとら

え、迅速な対応と見通しをもった情報提供、長期

的に身近で関われる体制づくりが重要であること

が明らかになった。

長期療養児と家族が地域で安心して生活するた

めに、コーディネート機能が充実し、当事者と共

－32－
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に関係者が支援できるサポートシステムのあり方

を継続して検討していきたい。
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鰯資料

小児がんに罹患した児童生徒の復学における地元校の

担任教師が行った支援に関する文献調査

祐也

絵莉子

光代

永
川
岡

井
内
本

大阪大学大学院人間科学研究科／日本学術振興会特別研究員(DC2)

筑波大学大学院総合人間科学研究科

和歌山県立医科大学保健看護学部

【要約】

地元校の担任教師は小児がんに罹患した児童生徒に接する機会が少なく、経験則に

頼れないために、復学を支援する際に困難が生じることがある。そこで、本研究は小

児がんに罹患した児童生徒が入院してから復学に至る過程の中で、彼らとその家族の

復学における困難さと地元校の担任教師が行った支援の内容を整理し、円滑な復学を

支援するために地元校の担任教師に求められる支援について検討した。医学中央雑誌

にて、 「小児がん＆復学」等をキーワードとして検索し、 目的に沿った33文献を検討

した。その結果、復学における困難さの記述が195得られ、 11の大カテゴリーに集約

した。また、担任教師が行った支援の記述が145得られ、 12の大カテゴリーに集約し

た。さらに、復学における困難さと担任教師の支援の関連を検討し、本研究の対象文

献で指摘されていないが、 より一層円滑な復学のために担任に望まれる支援を提案し

た。

キーワード：小児がん、復学支援、地元校の担任教師、文献調査

I・問題と目的

小児がんの治癒率向上により、多くの小児がん

に罹患した児童生徒が闘病生活を経て地元校に復

学している。しかし、治療が終了しても復学の問

題、晩期障害、就職、結婚と社会に戻るにあたっ

ての問題は多い')。その中で、多くの先行研究'2）

は、退院してすぐに直面する地元校への復学にお

ける問題を取り上げている。地元校への復学にお

ける問題を解決するためには、地元校の担任教師

からの支援が必要不可欠である。しかし、地元校

の担任教師は小児がんに罹患した児童生徒に接し

た経験が少なく、担任教師自身の経験則に頼って

支援を行うことが難しい。先行研究'2）では、小

児がんに罹患した児童生徒の復学支援に関する文

献検討を行い、彼らとその家族が抱える困難さと

それに対する支援を整理した。しかし、地元校の

担任教師が、いつ、何をすれば彼らの円滑な復学

を支援することができるかについて詳細に検討し

た研究はほとんどない。小児がんに罹患した児童

生徒と関わった経験のない教師が彼らの困難さを

理解し、円滑に復学を支援できるように、復学に

おいて地元校の担任教師に求められる支援内容を

検討することが必要である。

そこで、本研究では、小児がんに罹患した児童

生徒が入院してから復学に至る過程の中で、彼ら

とその家族の復学に関する困難さ、及び、担任教

師が彼らとその家族のために行った支援内容を明

らかにし、小児がんに罹患した児童生徒の復学に

おいて地元校の担任教師に望まれる支援について

検討することを目的とした。

Ⅱ、方法

1 ．対象

対象は、2014年6月時点で「医学中央雑誌Web

－34－
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表1 対象文献一覧と困難さ・担任が行った支援の記述の有無

困難さ 支援献文

土路生明美ら(2014)小児がん経験者のピアサポートと支援の検討自助グループに参加する経験者の
面接調査より.小児看護(44)， 38-41．

湧水理恵ら(2013)小児がんで長期入院を余儀なくされた児への復学支援を考える児・保護者・スタッ
フの復学に向けた思いとその変化に焦点を当てて.小児保健研究， 72(6)， 824-833．

大見サキエら(2013)全国調査にみるがんのこどもの教育支援に関する医師の取り組みの現状家族・
看護師・学校教員との連携を中心に.日本小児血液・がん学会雑誌， 50(4)， 598-606．

畑江郁子(2013)小児がん治療を終了した青年の病気体験.小児がん看謹， 8, 27-36．

武井優子ら(2013)小児がん経験者の病気のとらえ方の特徴と退院後の生活における困難との関連.行動
療法研究， 39(1)， 23-33．

副島尭史ら(2013)小児がんおよび小児がん経験者への児童生徒の認識と態度小児保健研究， 71(6)，
856-866．

上別府圭子ら(2012)日本の医療機関といわゆる院内学級における小児がん患者の復学に向けた取り組
み質問紙調査による現状分析.日本小児血液・がん学会雑誌， 49(1-2)， 79-85．

東樹京子ら(2012)小児がん患児の復学支援感染症に対する看護師からの情報提供小児がん看護， 7,
7-16．

加藤千明ら(2012a)小児がんに罹患した子どもの復学を担任教員が支援していくプロセス院内調整会
議後の学校生活適応プロセス.日本小児看護学会誌， 21(2)， 17-24．

加藤千明ら(2012b)がんに罹患した学童期の子どもに対する担任教員の復学支援退院時院内調整会議
後から復学前日までの担任教員の思いと支援を検討した2事例.椙山女学園大学看護学研究， 4, 11-21．

小堀裕美(2011)A施設における小児がん患児の復学支援の現状と課題.小児がん看護, 6-34-43.

平賀紀子ら(2011)小児がん患児の復学支援に関する文献検討.日本小児看謹学会誌， 20, 72-78．

大見サキエら(2010)ALLで骨髄移植後再三の退院延期を余儀なくされた小学生の復学支援初めて介
入した調整会議が有効であった事例の検討.小児がん看護， 5, 78-89．

牧野麻葉ら(2010)小児がん経験者への長期的な支援に関する検討ライフ・ヒストリーからの分析.小
児がん看護， 5, 43-56．

大見サキエ(2010)がんの子どもが復学する時のクラスメートへの説明一小学校における場面想定法を
用いた検討一.小児がん看護， 5， 35．42

中垣紀子ら(2010)小児がん患児に関する復学支援の取り組み愛知県における実態調査小児がん, 47

(2)， 275-280．

川勾亜紀奈(2008)小児がん患児の教育支援におけるソーシャルワーカーの役割.北海道医療大学看護福
祉学部学会誌， 4(1)， 59-65．

三戸真由美ら(2008)幼児期に発症した白血病患児の通学開始までの家族の関わり小学校1年生を院内
学級から開始した2事例を通して.小児がん看謹， 3, 83-92．

大見サキエら(2008)がんの子どもの教育支援に関する小学校教員の認識と経験B市の現状と課題.小
児がん看護， 3， 1－12．

森浩美ら(2008)思春期に発症したがん患者の病気体験とその思い半構造化面接を用いて.日本小児看
護学会誌， 17(1)， 9-15．

寺田麻子ら(2007)小児がんの子どもの小学校生活に対する退院時指導の検討子ども・保護者への面
接を通して.小児看護,(37)， 167-169．

平賀健太郎(2007)小児がん患児の前籍校への復学に関する現状と課題.小児保健研究, 66(3), 456-464.

大見サキエら(2007)がんの子どもの教育支援に関する小学校教員の認識A市における全校調査.小児
保健研究， 66(2)， 307-314．

尾形明子ら(2006)小児がん患児の学校不適応と母親の子どもの健康に関する認知.小児がん， 43(2)，
180-185．

吉田雅子(2004)小児がん患者の教育にかかわる諸問題に関する研究医療ソーシャルワーカーによる
支援のあり方について.医療と福祉， 38(1)， 58-62．

杉本陽子ら(2003)小児がん経験者の学校問題に関する医療と教育の連携担任及び養護教諭への1983
年調査と2001年調査の比較.小児がん, 40(2), 192-201.

小柳恵子ら(2003)小児がんの子どもの保護者の不安についてアンケート調査から．こども医療セン
ター医学誌， 32(1)， 5-13．

谷川弘治ら(2003)小児がん寛解・治癒例の学校生活の実態からみた学校生活支援の方法的諸問題小児
がん， 37(1)， 32-38．

中村菜穂ら(2000)白血病患児の退院後の将来への不安に関する研究外来通院中の患児と母親を対象
として.日本小児看護学会誌， 9(2)， 39-44．

川崎浩三ら(1999)小児がん患者の通学時の問題に関する養護教諭の意識調査.小児保健研究， 58(1)，
65-70．

白畑範子(1999)血液・腫瘍疾患患児の母親のノーマリゼーション状況に関する研究.日本小児看護学会

誌， 8(2)， 38-45．

森泰二郎ら（1996）小児白血病，悪性腫瘍患者のQOLに関するアンケート調査(I)病名告知，学校
生活について．小児がん， 33(4)， 499-506．

宮崎澄雄ら(1990)小児がんと通学・通園小児科診療, 53(12), 2904-2908.

1）

2）

3）

○
○
○
○
○

○
○

ｊ
ｊ
４
５

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

６
７
８
９
ｍ

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○11）

12）

13）

○
○
○
○
○
○
○

14）

15）

16）

17）

18）

19）

20）

21)

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

22）

23）

24）

25）

26）

27）

28）

29）

30）

31）

32）

33）

○

○

○

○

著者は筆頭著者のみを記載．本人・保謹者の困難さ、担任教師による支援に関する記述があった文献を○で示している．

－35－



育療

版(Ver.5)」によって検索可能な全ての文献とし

た｡｢小児がん＆復学｣､｢小児がん＆復学支援｣､｢小

児がん＆学校｣、 「小児がん＆教育｣、 「小児がん＆

退院後｣、 「小児がん＆心理」をキーワードとして

検索し、計274件の文献が得られた。これらの文

献について、著者が表題と要旨を確認し、小児が

んに罹患した児童生徒（以下、本人）やその家族

の復学における困難さ、及び、地元校の担任教師

(以下、担任）が小児がんに罹患した児童生徒の

復学において行った支援に関する記述があり、本

研究の目的に沿った33文献を選んだ（表1）。

2．分析

対象とした文献を精読し、本人やその家族の復

学における困難さ、及び、担任が本人の復学にお

いて行った支援に関する記述を、意味をなすまと

まりごとに抽出した。本人やその家族の復学にお

ける困難さには、本人やその家族が報告した困難

さに関する記述、教育関係者や医療関係者等が報

告した困難さに関する記述を含めた。担任が本人

の復学において行った支援には、担任が本人やそ

の家族のために行った支援に関する記述、本人や

その家族が担任から受けた支援に関する記述、医

療関係者や研究者等が担任によって支援が行われ

たことを報告した記述を含めた。なお、本人やそ

の家族が担任に支援を希望する内容は、記述され

た事例において実際に行われたか判断できないた

め、抽出しなかった。

抽出された記述は内容の類似性に基づいて分

類・命名し、小カテゴリーとした。さらに、小カ

テゴリーの類似性に基づいて分類・命名し、大カ

テゴリーとした。その際、担任が本人の復学にお

いて行った支援に関しては、本人が入院してから

復学するまでの時期と担任が働きかける対象に注

目して大カテゴリー単位で整理した。さらに、先

行研究12）に倣い、復学における困難さと担任の

支援の関連を小カテゴリー単位で分析した。分析

過程においてデータの妥当性を高めるために、特

別支援教育領域の研究に従事する著者2名、及

び、小児がん看護領域の研究に従事する著者1名

が分析に参加した。三者の意見が食い違った場合

は協議を行い、全員が了解した上で分類を行っ

た。

Ⅲ、結果

対象文献を精読した結果（表1)、本人とその

家族が復学において感じた困難さに関する195の

記述が29文献から抽出された。また、担任が本人

の復学に向けて行った支援に関する145の記述が

23文献から抽出された。

1 ．本人やその家族の復学における困難さ

本人やその家族の復学における困難さに関する

記述を分類．命名し、カテゴリー化を試みた（表

2)。以下、大カテゴリーごとに具体的な内容を

示す。なお、得られた記述を「 」、小カテゴリー

を【 】で示す。

1－1 ．友人関係の問題

「肥満、脱毛、手術跡といった治療の副作用が

いじめに結び付いた30)」 といった【いじめ・か

らかい】、本人が「友達との溝を感じる4)」のよ

うに【クラスに溶け込めない】ことや、 「先生に

ひいきされているように友人たちに見られた28)」

といった【クラスメイトの否定的反応】があった。

1－2．学習の遅れ

「復学しても授業についていけなかった')」 と

いった【学習の遅れ】があり、その中には「退院

後の家庭療養期間に学習が遅れる7)」 といった退

院後から地元校に復学するまでの期間の学習が保

障されていない場合もあった。

1－3．治療による影響

治療の影響から「風邪や感染症などに罹患しや

すくなること5)」 といった【感染しやすい】こと、

｢視力低下や難聴、歯牙の異常、運動能力の低下

など治療による後遺症がある33)｣、 「物忘れの傾向

が強くなった25)」 といった多様な【後遺症・晩

期合併症】､【体力の低下】､【容姿の変化】、退院後

の外来治療に伴う【副作用】があった。

1－4．生活上の制限や注意事項

「体育の授業にはしんどくてしばらく参加でき

なかった1)」 といった【活動参加の制限】、 【登下

校方法の制限】、 「治療の影響で生ものを摂取でき

ない21)」といった【生活上の注意事項】があった。

1－5．連携における問題

｢原籍校と病院との連携が密でない'6)」 といった

【学校と病院の連携の問題】、 「入院中に担任の先

生から連絡がなかったから、復学前の話し合いは
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表2文献検討によって得られた、本人・保護者の復学における困難さ

いじめ・からかい(1, 4, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 28, 30)

クラスに溶け込めない（4， 5， 11， 18， 23， 25， 26， 27， 28）
友人関係の問題

クラスメイトの否定的反応（4， 5， 15， 28）

本人が友人に病気を説明せざるを得ない状況（5）

(1， 3， 4， 5， 7， 11， 14， 17， 18， 19， 23， 24， 26， 27）学習の遅れ

感染しやすい(5, 13, 21, 24, 28, 33)

後週症・晩期合併症（11， 19， 21， 25， 27， 33）

体力の低下（4， 5， 11， 13， 21， 26， 27， 28）治療による影響

副作用（5， 21， 28， 33）

容姿の変化（1， 5， 10， 13， 23， 26， 28， 32）

活動参加の制限（1， 2， 5， 10， 13， 14， 19， 21， 23， 26， 30， 32， 33）

登下校方法の制限（19, 23）生活上の制限や注意事項

生活上の注意事項(13, 19, 21)

学校と院内学級の連携の問題（2）

学校と病院の連携の問題（9， 10， 16， 22， 25）連携における問題

学校と保護者の連携の問題（17， 18， 22， 28）

転籍に対する抵抗感（14, 22）

転籍方法の情報不足（22）入退院に伴う転籍の問題

行政の関心の低さ（17）

入院中の社会的孤立感（4， 17）

本人の復学・将来への不安（2， 3， 5， 9， 10， 11， 17）本人の心理的問題

復学後の心理的問題（19, 22）

(9, 10, 11, 18, 23, 25, 27, 29, 31)保護者の復学・将来への不安

(23）きょうだいに関する問題

(23）情報の取り扱いに関する問題

(3， 16， 17， 18， 22， 31）担任の無理解や不適切な配慮

（ ）内は記述のあった文献を表1の文献番号と一致させて示す．

22)」 といった【復学後の心理的問題】があった。

1－8．保護者の復学・将来への不安

保護者も本人同様に、 「保護者が患児の脱毛で

いじめられると心配している10)｣、 「中学進学につ

いて不安だった25)」 といった【保護者の将来・

復学に対する不安】を抱いていた。

1－9．きょうだいに関する問題

「保護者からの兄弟の欠席や精神的ケアに関す

る相談23)」があったという【きょうだいに関す

る問題】があった。

1－10．情報の取り扱いに関する問題

「プライバシーの保護の問題23)」や「クラスメ

イトに病気の説明ができない23)」 といった【情

報の取り扱いに関する問題】があった。

1－11 ．担任の無理解や不適切な対応

「学校の先生から偏見の目で見られる31)｣、 「復

学したら出席番号が末尾になっていた3)｣、 「必要

以上の過度な配慮22)」 といった【担任の無理解

なかった28)」 といった【学校と保護者の連携の

問題】、 「院内学級と前籍校との進度の開きがわか

らない2)」 といった【学校と院内学級の連携の問

題】があった。

1－6．入退院に伴う転籍の問題

「院内学級だと特殊学級になって籍を移さない

といけない'4)」 といった【転籍に対する抵抗感】、

｢院内学級の位置づけや転籍手続に必要な情報を

尋ねる相手がわからなかった22)」 といった【転

籍方法の情報不足】のほか、 【行政の関心の低さ】

があった。

1－7．本人の心理的問題

「勉強が遅れてしまうのではないかと心配して

いる2)」等の様々な困難さに対して【本人の復学・

将来への不安】を抱いていた。また､｢学校に行っ

ていないことへの劣等感4)」 といった【入院中の

社会的孤立感】、 「復学後、子どもが思うように体

が動かないなどの現実に直面し、落ち込んでいた
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や不適切な対応】が本人やその保護者の困難さを

引き起こしていた。

行っていた。

2－6．体力の回復に応じた配慮

｢徐々に登校時間を増やす28)」 といった【学校生

活の調整】や、 「掃除を行わないようにする21)」

といった【感染症予防の対応】、 「体育の活動範囲

への配慮'3)」 といった【運動制限への配慮】等

を行っていた。

2－7．多職種との連携

退院前後には、 「入院中に、医療スタッフ、患

児の保護者、教育関係者の間で話し合いの機会を

持っている16)」 といった【調整会議への参加】

のほか、主治医や看護師との連携等を行ってい

た。

2－8．保護者との連携

保護者との間では、入院中に「保護者からの子

どもの病状についての連絡を受ける26)」 といっ

た【病状の確認】を行い、復学前には「(教師が）

子どもの復学のために積極的に質問した'8)」 と

いった【復学時の保護者との話し合い】や「学校

行事の予定を知らせてもらい、復学の時期を決定

する22)」 といった【復学時期の決定】を行って

いた。復学後には、 「保護者から子どもの体調の

変化について連絡を受ける26)｣、 「遠足参加中に途

中で連絡をとれるようにしていた2')」 といった

【保護者との連絡体制の構築】等を行っていた。

また、 「患児の体力回復に合わせた学校生活に関

する判断を保護者から主治医に聞いてもらう9)」

といった【保護者を介した主治医の意見の確認】

も行っていた。

2－9．校内連携

「学校での対応について、職員会議で判断する

23)」 といった【職員間での情報共有】のほか、

養護教諭、管理職、スクールカウンセラーとの連

携を行っていた。

2－10．転籍における配慮

入退院に伴い地元校と院内学級のある学校との

間で学籍を移す必要があることから、 「転校の必

要性の説明'2)」 といった【転籍に関する配慮】

や【転籍の手続き】を行っていた。

2－11 ．本人・保護者への情緒的サポート

「登校時、校門で校長先生や担任の先生が待っ

ていてくれた'8)」といった【復学の歓迎】や､｢(復

2．担任が本人の復学に向けて行った支援

担任が復学に向けて行った支援に関する記述を

分類・命名し、カテゴリー化を試みた（表3)。

2－1 ．地元校とのつながりの維持

入院中には、 「級友の手紙を届ける28)」 といっ

た【クラスメイトとのつながり】、本人が「先生

と電話で連絡を取る2)」 といった【担任とのつな

がり】、 【入院中の本人の様子を伝える】配慮等を

行っており、退院後には、 【自宅療養中のつなが

りの維持】を必要に応じて行っていた。一方で、

入院中に【あえて交流しない】配慮も行っていた。

2－2．クラスメイトへの働きかけ

「髪の毛のことを先生が友達に説明してくれた

'1)」 といった【病気の説明】は、必要に応じて、

全校児童生徒やクラスメイトの保護者へも行われ

ていた。また、 「不用意に言葉が出る可能性のあ

るクラスメイトに個別対応を行った10)」のよう

に【特定のクラスメイトへの対応】や「患児の復

学前に、クラスメイトに手洗い・うがいの実施を

強調して指導した'0)」 といった【感染症予防の

対策】、 「担任を介して友達の家に行く機会を作っ

てもらった'8)」 といった【クラスメイトへの協

力の依頼】を行っていた。

2－3．クラスへの適応を促す支援

「患児・クラスメイトの特性に注意し、患児と

の関係を見守る6)」といった【友人関係の見守り】

や、 「本人にからかいに対する相談は告げ口では

ないことを伝える'3)」 といった【からかいへの

対処行動を教える】こと等を行っていた。

2－4．学習保障

【復学後の個別指導】のほかに､｢毎日授業でとっ

た勉強のノートを書いて、病院に送ってくれた

'4)」 といった入院中に【クラスの授業の様子を

知らせる】ことを行っていた。

2－5．治療の副作用・後遺症への配慮

「校内で帽子を着用することを許可した'0)」 と

いった【脱毛への配慮】や、 「日焼け止めクリー

ムの使用や長袖･帽子で対応した21)」といった【日

焼け対策】、 【車いすへの対応】、 【設備の整備】を
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表3文献検討によって得られた、担任教師が行った復学支援の内容

クラスメイトとのつながり （2， 13， 14， 16， 22， 28）

担任とのつながり （2， 22， 28）

クラス替えへの配慮(10, 18, 21, 22)

外泊時の交流（2， 13， 22， 28）

入院中の本人の様子を伝える（22, 28）

あえて交流を控える（28）

自宅療養中のつながりの維持（9）

病気の説明（9， 10， 11， 13， 15， 18， 19， 21， 22）

クラスメイトへの協力の依頼（10, 18）

感染症予防の指導（9， 10）

特定のクラスメイトへの対応（10）

友人関係の見守り （6， 9， 28）

からかいへの対処行動を教える（13）

本人の自主性の見守り （9）

本人を特別扱いしない（9）

クラスの授業の様子を知らせる（14, 22）

復学後の個別指導（9）

脱毛への配慮(9, 10, 21)

日焼け対策（13, 21）

車いすへの対応（21）

設備の整備（22）

学校生活の調整(9, 13, 21, 28)

運動制限への配慮（13， 21， 28）

校内移動時の配慮（13）

感染症予防の対応（10， 13， 21）

休息を与える（13, 28）

送迎の許可（18, 21）

内服薬管理（13）

調整会議への参加（7， 10， 13， 16， 28）

主治医との連携（3， 23）

看護師との連携（8， 23）

教育委員会との連携（19）

復学時の保護者との話し合い（11， 18， 21， 22， 28）

病状の確認（18， 26， 28）

保護者を介した主治医の意見の確認（9， 22， 23）

復学時期の決定（13, 22）

感染症に関する保護者への連絡（8， 21）

保護者との連絡体制の構築（21, 26）

保護者の待機場所確保（10, 18）

職員間での情報共有（10， 13， 23）

養護教諭との連携（10， 23， 30）

管理職との連携（23）

スクールカウンセラーとの連携（19）

転籍の手続き（18）

転籍の説明（12, 22）

復学の歓迎（11, 18）

本人への情緒的サポート （19, 21）

保護者への情緒的サポート （9， 19， 32）

公開情報の内容の統一（9， 10）

プライバシーの保護（9， 10）

地元校とのつながりの維持

クラスメイトへの働きかけ

クラスへの適応を促す支援

学習保障

治療の副作用・

後遺症への配慮

体力の回復に応じた配慮

多職種との連携

保護者との連携

校内連携

転籍における配慮

本人・保護者への

情緒的サポート

情報の取り扱いへの配慮

（ ）内は記述のあった文献を表1の文献番号と一致させて示す．
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学前に）本人への精神的ケア'9)」 「(復学後に）達

成感を持てるような配慮21)」 といった【本人へ

の情緒的サポート】を行っていた。また、 「家族

に安心を与え、勇気づける32)」のように【保護

者への情緒的サポート】を行っていた。

2－12情報の取り扱いへの配慮

病気の説明等に際し、 「病名などの情報の取り

扱いへの配慮'0)」といった【公開情報の内容統一】

や【プライバシーの保護】に注意を払っていた。

援内容を小カテゴリーで示した。

Ⅳ．考察

本研究は、入院してから復学に至る過程の中

で、担任が本人とその家族のために行った支援内

容を文献検討によって整理し、円滑な復学のため

に担任に望まれる支援を検討した。

1 ．担任が本人の復学において行った支援

多くの文献から抽出された支援は、【病気の説

明】、【クラスメイトとのつながりの維持】、【調整

会議への参加】、【復学時の保護者との話し合い】

であり、復学に関連した問題と支援を検討した先

行研究'2）と一致する。このことから、これらの

支援は、円滑な復学を支援するために、必須とな

る支援であると考えられる。しかし、これらの支

援がそれ以外の支援よりも重要であることを意味

するわけではない。例えば、 「不用意に言葉が出

る可能性があるクラスメイトには、脱毛している

状態で帽子を取られた時の気持ちについて考える

機会を作った」という【特定のクラスメイトへの

対応】を取り上げた唯一の文献10)は、担任が病

気を説明する際にクラスメイトの反応を受け止

め、説明を追加した事例を報告している。このこ

とは、単に教師が一方的に【病気の説明】を行う

だけでは十分でなく、クラスメイトの反応に応じ

た支援の必要性を示唆した。また、 【車いすへの

対応】や【設備の整備】について抽出された文献

も少なかった。小児がんやその治療による影響が

様々であることから、本人の状況に応じた支援が

必要である。一方、小児がんと診断された子ども

の不安と悲しみは、病気の重大さの事実よりも、

入院によってクラスの仲間から離れてしまうこと

によるものが大きい37）と指摘されており、入院

中に【あえて交流を控える】配慮は矛盾している。

このことについて、教師や友人からの働きかけを

望まない場合があることにも注目すべきであると

いう指摘28）があり、本人のニーズに応じた配慮

が行われることが望まれる。以上のように、円滑

な復学を支援するためには、多くの場合に共通し

て必要となる支援がある一方、復学先の環境、小

児がんやその治療による影響、本人やその家族の

ニーズ等に注目し、個々人に応じた細やかな支援

3．担任が行った復学支援の対象と時期

担任が行った復学支援の大カテゴリーについ

て、支援の対象と時期に着目して図示した（図

1)。その結果、働きかける時期は入院中、調整

会議後、自宅療養中、復学後の4区分に分けられ

た。また、各時期に本人やその保護者、地元校の

クラスメイト、全校児童生徒、教職員、医療関係

者等に対して働きかけていた。

4．復学における困難さと担任の支援の関連

本人やその家族の復学における困難さの小カテ

ゴリーと、それを解決するために担任が行った支

援の小カテゴリーとの関連を分析し、表4に整理

した。例えば、友人関係の問題には、 【いじめ・

からかい】や【クラスメイトの否定的反応】があ

り、 これに対して担任は、 【病気の説明】や【特

定のクラスメイトへの対応】といった複数の支援

を行っていた。したがって、担任の支援内容を具

体的に示すために、困難さを大カテゴリーで、支
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表4復学における困難さと担任の支援の関連

困難さ

(大カテゴリー）

困難さ

(大カテゴリー）
支援内容（小カテゴリー）支援内容（小カテゴリー）

調整会議への参加

主治医との連携

看護師との連携

保護者を介した主治医の意見の確認

クラスメイトへの協力の依頼

職員間での情報共有

内服薬管理

養謹教諭との連携

管理職との連携

病気の説明

送迎の許可

運動制限への配慮

学校生活の調整

校内の移動時の配慮

調整会議への参加

保護者との連絡体制の構築

保護者の待機場所の確保

復学時の保護者との話し合い

復学時期の決定

自宅療養中のつながりの維持

病状の確認

保謹者を介した主治医の意見の確認

主治医との連携

看護師との連携

クラスの授業の様子を知らせる

転籍の手続き

転籍の説明

教育委員会との連携

本人への情緒的サポート

カウンセラーとの連携

担任とのつながり

あえて交流を控える

クラスメイトとのつながり

入院中の本人の様子を伝える

クラス替えへの配慮

外泊時の交流

からかいへの対処行動を教える

復学の歓迎

調整会議への参加

看護師との連携

保護者への情緒的サポート

復学時の保謹者との話し合い

職員間での情報共有

スクールカウンセラーとの連携

プライバシーの保護

公開情報の内容の統一

復学時の保謹者との話し合い

調整会議への参加

復学時の保護者との話し合い

保護者との連絡体制の構築

担任とのつながり

クラスメイトとのつながり

入院中の本人の様子を伝える

あえて交流を控える

クラス替えへの配慮

外泊時の交流

自宅療養中のつながりの維持

病気の説明

特定のクラスメイトへの対応

クラスメイトへの協力の依頼

友人関係の見守り

本人の自主性の見守り

職員間での情報共有

からかいへの対処行動を教える

復学の歓迎

本人を特別扱いしない

復学後の個別指導

クラスの授業の様子を知らせる

クラスメイトへの協力の依頼

調整会議への参加

調整会議への参加

主治医との連携

看護師との連携

保護者を介した主治医の意見の確認

復学時の保謹者との話し合い

職員間での情報共有

養謹教諭との連携

休息を与える

学校生活の調整

送迎の許可

運動制限への配慮

校内移動時の配慮

内服薬管理

脱毛への配慮

病気の説明

クラスメイトへの協力の依頼

管理職との連携

車いすへの対応

設備の整備

日焼け対策

スクールカウンセラーとの連携

感染症予防の対応

感染症予防の指導

感染症に関する保護者への連絡

保謹者の待機場所の確保

保護者との連絡体制の構築

生活上の制限や

注意事項
友人関係の問題

学習の遅れ

連携における問題

入退院に伴う

転籍の問題

治療による影響
本人の心理的

問題

保護者の復学・

将来への不安

きょうだいに

関する問題

情報の取り扱い

に関する問題

担任の無理解や

不適切な配慮
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が求められる。

また、担任が行った様々な支援について、対象

と時期に着目して図示した。復学に関連した問題

は入院中、退院前後、復学後の区分によって違い

があるが12)、担任が行う支援は入院中、調整会

議後、 自宅療養中、退院後の4区分によって違い

があることが示された。復学に関連した問題と担

任が支援を行う時期の区分が異なるのは、復学に

関連した問題を予防するために、調整会議後に支

援を開始するためと考えられる。また、円滑な復

学を支援するためには、本人やその家族のみなら

ず、 クラスメイトや地元校の教職員、医療関係

者、院内学級の担当教師等への働きかけや情報共

有の必要性が示された。しかし、学習保障に関し

ては、入院中には【クラスの授業の様子を伝える】

支援が、退院後には必要に応じて個別対応が行わ

れていたが、 自宅療養中に学習保障を行った記述

は抽出されなかった。 「退院後の家庭療養期間に

学習が遅れる8)」 という指摘があるように、自宅

療養中も入院中と復学後の橋渡しとなるように切

れ目のない学習保障が必要となる。また、本研究

から自宅療養中のクラスメイトや担任とのつなが

りに関する記述の抽出された文献9）が1本のみ

であったことから、 自宅療養が必要な場合、本人

は担任による支援が十分受けられていない可能性

がある。担任は『自宅療養中の学習保障』やクラ

スメイトとのつながりの維持に努めることが求め

られる。自宅療養中のほかにも、切れ目なく学習

保障を行うためには、入院直後から入院中の学習

が保障されるまでの期間を考える必要がある。そ

のため、地元校での本人の様子や学習の進度、地

元校で用いている教材などの情報を、担任は入院

直後に『院内学級への情報提供』を行うことが求

められる。

2．担任に望まれる支援とその必要性

本研究では、文献検討によって得られた本人と

その家族の復学に関する困難さと担任が行った支

援内容との関連を分析・整理した。その分析過程

において、本研究の対象文献では抽出されなかっ

たが、担任に望まれる支援が考えられた。そこで、

それらの支援を提案し、 より円滑に復学における

支援ができるように考察した。担任に望まれる支

援内容とその必要性を以下に述べる。なお、提案

する支援内容のカテゴリー名を「 』で示す。

小児がんの治療方法の1つである放射線治療が

治療後の認知機能の低下の原因となり35)、復学

後の学習や学校適応に影響を及ぼす可能性があ

る。実際、 「物忘れの傾向が強くなった25)」 とい

う報告があったことから、本人や保護者の同意を

得た上で、担任が病院内で心理士が行う心理検査

の結果を知る機会を設け、復学時の認知機能を把

握する必要があると考えられる。このため、担任

は『病院内の心理士との連携』を行うことが必要

である。復学後に認知機能の低下による困難さを

支援するときには、必要に応じて、専門的なアド

バイスに基づいた支援を行うことも学習の理解や

学校適応を促すために有用であると考えられる。

そのため、担任が『巡回相談の活用』や『特別支

援学級担任との連携』を行うことが効果的である

と考えられる。また、担任が本人の心理的問題を

把握するためには、 『病院内の心理士との連携』

によって、カウンセリング等で得られた本人の不

安や困難さを共有することが望ましいと考えられ

る。このことにより、担任が行う情緒的サポート

やクラスの受け入れ態勢を整えることに役立つ情

報が得られると考えられる。病院内の心理士のほ

かにも、カウンセリングやプレイセラピーを通し

た本人への心理的なサポートを行う『CLS(Child

LifeSpecial ists) ・HPS(Hospital Play

Specialist)との連携』が望ましいと考えられる。

復学直後の本人は、治療による身体的な影響に

よって学習への参加が困難になる場合が多い。具

体的には、復学後すぐは、 「体育についていけな

い2)」 ことや、 「ほこりなどによる感染症の問題

21)」から掃除活動を避けることが予想される。

しかし、本研究の文献検討からは、本人が学校の

諸活動に参加できないため控えさせるという記述

がほとんどであった。 このことは、 「復学後、子

どもが思うように体が動かないなどの現実に直面

し、落ち込んでいた22)」 といった【復学後の心

理的問題】や、体育等の評価の問題につながる懸

念がある。クラスメイトと同じ方法で学習に参加

することが難しい場合にも、同じ学習目標に沿っ

た『代替活動の提案』が担任教師には求められる。
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